
法務省が実施した政策評価についての個別審査結果  

１ 審査の対象 

「政策評価に関する基本方針」（平成 13 年 12 月 28 日閣議決定。以下「基本方針」

という。）では、政策評価の円滑かつ着実な実施のため、総務省は「各行政機関が実施

した政策評価について、その実施手続等の評価の実施形式において確保されるべき客

観性・厳格性の達成水準等に関する審査」等に重点的かつ計画的に取り組むこととさ

れている。 

今回審査の対象とした政策評価は、次のとおりである。 
 

ア 「平成 16 年度法務省事後評価実施結果報告書」（平成 17 年７月 29 日付け法務省

秘企第 739 号による送付分）における 28 件（注１）の政策評価のうち、法務省が概

算要求に関連して行い予算要求等へ反映した実績評価方式による 24 件の政策評価 

イ 「平成 17 年度法務省事前評価実施結果報告書」（平成 17 年８月 26 日付け法務省

秘企第 811 号による送付分）における５件（注２）の政策評価のうち、法務省が概算

要求に関連して行い予算要求等へ反映した事業評価方式による５件の政策評価 

 
（注１）送付を受けた 30 件の政策評価のうち、研究開発を対象とした評価（１件）及び総合評価方式を

用いた評価（中間報告）（１件）を除いた 28 件の政策評価 

    研究開発を対象とした評価については、別途整理する予定である。また、総合評価方式を用いた

評価として、評価時期が到来していないものについての中間的な報告１件があるが、評価結果がま

とめられたものでないため、審査の対象としていない。 

（注２）送付を受けた８件の政策評価のうち、研究開発を対象とした評価（３件）を除いた５件の政策評

価 

 
２ 実績評価についての審査 

（１）審査の考え方と点検の項目 
（目標の設定状況） 

実績評価方式は、あらかじめ達成すべき目標を設定し、これに対する実績を測定し

て目標の達成度合いについて評価していく方式であるので、当該目標に関して達成す

べき水準を明確にするとともに、その水準をいつまでに達成しようとするのかをあら

かじめ定めておく必要がある。 
この審査において点検を行っているのは、次の項目である。（注１、２） 

① 目標に関し達成すべき水準が数値化されているなど具体的に特定されているか

どうか。 

② 目標の達成度合いを検証する際の基準とする時期（基準年次）及び目標を達成し

ようとする時期（達成年次）が設定されているかどうか。 
③ 目標設定に関し、目標設定の考え方やその根拠は明らかにされているかどうか。 
 

（注１）目標に関し達成すべき水準が数値化されていないものの中には、目標値の設定が容易では
ないものもあり得るが、その点について精査を行ったものではない。 

（注２）達成すべき目標は行政活動の一定のまとまりを対象として設定されるものであり、様々な
要素を包含することとなる。このため、その具体的な達成水準を一義的に示すことは一般的
に困難であり、その場合、関連した測定可能な指標を用いて、それぞれの指標ごとに達成水



準を示す具体的な目標を設定し、その実績の測定をもって、達成すべき目標の達成水準の測
定に代えることが必要となる。そのような措置を講じている府省の審査においては、達成す
べき目標と測定可能な指標との構造を明らかにした上で審査を行うものとする。 

 

（目標の達成度合いの判定方法） 

実績評価方式は、目標の達成度合いについて評価することが基本である。目標の達

成度合いについての判定の結果については、国民への説明責任の観点から、明確な判

定基準に基づき整理されることが望ましい。目標に対する実績が数値により測定可能

なものとなっていれば、目標の達成度合いは明らかであることから、その水準をどの

ように評価するかについての判定基準が明示されていれば、達成度合いを客観的に評

価することが可能となる。 
しかしながら、目標の達成度合いを数値で表せず、達成度合いの判定基準を明確に

示すことが困難である場合においては、目標の達成度合いをどのように判定している

かについて説明することが求められる。 
この審査において点検を行っているのは、次の項目である。 

○ 目標の達成度合いについての判定基準を定量的に示すなど具体的で明確になって

いるかどうか。 

 

（２）審査の結果 

 「平成 16 年度法務省事後評価実施結果報告書」における 28 件の実績評価のうち、

法務省が概算要求に関連して行い予算要求等へ反映した 24 件についての審査の結果

（事実確認の整理結果）は、以下のとおりである（詳細は、別添１「政策評価審査表

（実績評価関係）」参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【審査結果整理表】 

目標の設定状況 

目標期間の 
設定の有無 

整理 
番号 

 
 
 

政      策 
 

 

目標値等の 
設定の有無 

 基準年次 達成年次 

目標設定 

の考え方 

目 標 の 達

成 度 合 い

の 判 定 方

法（判定基

準 の 定 量

化等） 

 ２－（１） 国民の権利の保全に関する法制度・運営及び国民の基本的人権の擁護 

①登記事務のコンピュータ化 

(基本目標)登記情報の電子化により、登記情報の適正な管理が可能になるだけでなく、登記事項証明書等の迅速な交付

が可能となるなど利用者の窓口での待ち時間が大幅に短縮される。また、利用者が登記所に出向くことなく登記情報に

アクセスすることができ、自宅近くの法務局において他管轄物件の証明書の取得ができるようになるなどの行政サービ

スの向上に資することができる。 

(達成目標)平成 19 年度末を目途に全国の登記所の登記情報の電子化を完了する。 
 

 指標数２ ○＝２ ○＝２ ○＝２ －＝２ 

○ 

②商業登記に基礎を置く電子認証制度の導入 

(基本目標)商業登記に基礎を置く電子認証制度の導入を次の「達成目標」により進めることにより、電子商取引や電子

申請・届出の基盤整備を早期に実現する。 

(達成目標)本制度を利用可能な法人の割合を

平成 16 年度早期に 100％とする。  

 指標数１ 

○ ○ ○ ○ 
○ 

③外国法事務弁護士の在り方 

(基本目標)国民等が享受する外国法事務サービスの向上 

(達成目標)外国法事務弁護士の質を保ちながら数を増やす。 
 

 指標数２ ○＝１、△＝１ 年度ごと ○＝２ 

（注５）

④債権管理回収業の監督 

(基本目標)債権管理回収業における債権管理回収行為等の適正の確保 

(達成目標)債権回収会社の違法・不当な業務による国民被害を未然に防止するとともに、暴力団等反社会的勢力

の参入を排除する。  

 指標数３ △＝２、－＝１ 年度ごと －＝３ 

－ 

⑤人権侵犯事件の適正な調査・処理 

(基本目標)人権侵害による被害が救済され、予防される。 

(達成目標１)女性に対する人権侵犯事件への取組（調査・処理）強化 

 指標数１ △＝１ 年度ごと －＝１ 

(達成目標２)子どもに対する人権侵犯事件への取組（調査・処理）強化 
 

 指標数 1 △＝１ 年度ごと －＝１ 

（注５）

⑥人権相談の充実 

(基本目標)人権について、相談を通じて、相談者の抱えている問題状況が改善される。  

(達成目標１)女性をめぐる人権問題について気軽に相談できる体制の整備  

 指標数１ △＝１ 年度ごと －＝１  

(達成目標２）子どもをめぐる人権問題について気軽に相談できる体制の整備 （注５）

 指標数１ △＝１ 年度ごと －＝１  

 

(達成目標３)日本に居住する外国人が気軽に相談できる体制の整備  



  指標数１ △＝１ 年度ごと －＝１  

⑦人権啓発活動の推進 

(基本目標)人権尊重について国民の理解が深まる。 

(達成目標１)人権啓発活動ネットワークに参加する市町村数を増加させ、ネットワーク事業による人権啓発活動

の事業規模を拡大する。 

 指標数２ △＝２ 年度ごと －＝２ 

(達成目標２)全国中学生人権作文コンテストの参加者がより多くなるようにする。 
 

 指標数２ △＝２ 年度ごと －＝２ 

（注５）

⑧民事法律扶助事業の推進 

(基本目標)資力に乏しい者の「裁判を受ける権利」が実質的に保障される。 

(達成目標１)増大する需要に対処するため、事業の効率化を図りつつ、民事法律扶助事業（法律相談援助、代理

援助及び書類作成援助）の実施件数を増加させる。 

 指標数４ △＝４ 年度ごと －＝４ 

(達成目標２)立替金債権の償還率を向上させ

る。 

 

 指標数１ 

△ 年度ごと － 

（注５）

 ２－（２） 法秩序の維持（刑事・治安の面から） 

①被害者等通知制度の適切な運用 

(基本目標)刑事司法手続に対する被害者等を含めた国民の理解と信頼を得る。 

(達成目標)被害者等に対し、被害者等通知制度を広く知らせて、通知を希望する人に対し、可能な範囲で、刑事

事件の処分結果等の情報を提供する。  

 指標数３ －＝３ 年度ごと －＝３ 

－ 

②検察広報の積極的推進 

(基本目標)検察に対する国民の理解を深め、国民の信頼を高める。 

(達成目標)全国の各検察庁において、幅広い層の国民に対し、検察の役割や刑事司法に関する広報活動を実施

する。  

 指標数３ －＝３ 年度ごと －＝３ 

－ 

③捜査における通訳の適正の確保 

(基本目標)適正な通訳人の確保のための対策を充実させる。 

(達成目標)通訳人に対し、捜査における通訳の遂行に必要な知識及び公正・中立な通訳を行うための心構えを修

得できるよう研修・情報の提供等を充実させる。  

 指標数２ ○＝２ 年度ごと －＝２ 

○ 

④矯正職員に対する研修の充実強化 

(基本目標)受刑者の人権を尊重した処遇が行われるようにする。 

(達成目標)矯正施設で勤務するすべての職員に対し、質の高い人権研修を受講する機会を与える。 
 

 指標数４ ○＝４ 年度ごと ○＝４ 

○ 

⑤矯正施設における職業教育の充実強化 

(基本目標)受刑者が出所後の生活に役立つ免許・資格を取得できるようにする。  

(達成目標１)受刑者に対し、広く職業訓練の機会を与える。  

 指標数２ △＝２ 年度ごと －＝２ （注５） 

(達成目標２)受刑者に対し、職業に必要な知識・技能を修得させる。  



  指標数２ △＝２ 年度ごと －＝２  

⑥矯正施設における教育活動の推進 

(基本目標)被収容者が、犯罪、非行事実を客観的に見つめ、被害者に対する自らの過ちに気付き、自己の責任を自覚で
きるようになる。 

 (達成目標)被害者の立場を理解し、被収容者の改善更生を目指す教育プログラムを実施する。 

  指標数１ ○＝１ ○＝１ ○＝１ －＝１ 

○ 

⑦民間との協働による犯罪者の更生 

(基本目標)行刑施設における職員の勤務負担の軽減を図り、被収容者処遇の質を向上させる。 

 (達成目標)民間委託率の向上 

  指標数１ ○＝１ 年度ごと －＝１ 

○ 

⑧行刑施設における過剰収容の緩和            

(基本目標)行刑施設における被収容者の拘禁の確保と円滑な施設運営を図り、国民が安全に安心して暮らせる社会を構
築する。 

 (達成目標)過剰収容下にある行刑施設において収容能力拡充のための整備を促進する。 

  指標数１ △＝１ 年度ごと －＝１ 

（注５）

⑩更生保護活動の推進 

(基本目標１)保護観察対象者が改善更生する。 

 (達成目標１)保護観察処遇の充実強化を図る。 

 指標数３ ○＝２、－＝１ ○＝３ ○＝３ －＝３ 

(達成目標２)保護観察対象者の就業を確保する。  

 指標数２ ○＝２ ○＝２ ○＝２ －＝２ 

－ 

(基本目標２)保護司制度がより活性化される。 

（達成目標）保護司を幅広く確保し、研修を充実させる。 
 

 指標数４ △＝３、－＝１ 年度ごと －＝４ 

－ 

(基本目標３)犯罪予防活動を助長する。 

(達成目標１)社会を明るくする運動への参加を促進させる。 

 指標数２ △＝２ 年度ごと －＝２ 

(達成目標２)更生保護ボランティア団体の活動を促進する。 
 

 指標数１ －＝１ 年度ごと －＝１ 

－ 

(基本目標４)更生保護施設における犯罪前歴者等の社会復帰を促進する。 

(達成目標)築後おおむね 20 年以上経過し、老朽化が進んだ更生保護施設について、順次改築・補修する。 
 

 指標数１ ○＝１ 年度ごと －＝１ 

○ 

⑪「破壊活動防止法」及び「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」に基づく公共の安全の確保に寄与するため

の業務の実施 

(基本目標１)オウム真理教の活動状況を明らかにすることにより公共の安全の確保に寄与する。 

(達成目標)観察処分の実施を通じてオウム真理教の活動状況を明らかにする。 
 

 指標数１ －＝１ 年度ごと －＝１ 

－ 

(基本目標２)内外情勢に関する情報を政府機関に提供することにより公共の安全の確保に寄与する。  

 
(達成目標)内外情勢に関する調査を通じて得られた公共の安全の確保に関する情報を政府機関に適切に提供す

る。 
－ 



  指標数１ －＝１ 年度ごと －＝１  

２－（３） 出入国の公正な管理 

①外国人の円滑な受入れ 

(基本目標)我が国の国際協調と国際交流を増進し、我が国社会の健全な発展を目指す。 

(達成目標１)専門的、技術的分野の外国人労働者の円滑かつ適正な入国・在留を実現する。 

 指標数１ －＝１ ○＝１ ○＝１ －＝１ 

(達成目標２)研修生、技能実習生の円滑かつ適正な入国・在留を実現する。 

 指標数１ －＝１ ○＝１ ○＝１ －＝１ 

(達成目標３)学術・文化面にかかわる外国人の円滑かつ適正な入国・在留を実現する。 

 

 指標数１ －＝１ ○＝１ ○＝１ －＝１ 

－ 

②好ましくない外国人の排除 

(基本目標)我が国社会の安全と秩序の維持を目指す。 

(達成目標)平成 20 年までの５年間で不法滞在者を半減させる。 
 

 指標数２ ○＝１、－＝１ ○＝２ ○＝２ ○＝１、－＝１ 

－ 

２－（４） 国の利害に関係のある争訴の統一的かつ適正な処理 

①国の利害に関係のある争訴の処理 

(基本目標)訟務部門が処理する本訴事件を適正・迅速に処理することにより、国民の期待にこたえる司法制度の実現に

寄与する。 

(達成目標)訟務部門が処理する本訴事件の第

１審の訴訟手続をすべて２年以内に終了させ

る。 
 

 指標数１ 

○ ○ ○ － 

○ 

２－（５） 全ての任務に共通する施策及び国際協力に関する施策等 

①広報活動の推進 

(基本目標)国民等が、法務省の活動を理解できるようにする。 

(達成目標１)法務省ホームページのアクセス

件数が増加する。 
 指標数１ 

△ 年度ごと － 

(達成目標２)法の日週間への参加国民数が増

加する。 
 指標数１ 

△ 年度ごと － 

(達成目標３)法務省見学者が増加する。 

 指標数１ 
△ 年度ごと － 

(達成目標４)法務省広報誌(「法務省だより・

あかれんが」）の一般読者数が増加する。 

 指標数１ 

△ 年度ごと － 

(達成目標５)法務省の業務紹介ビデオの貸出

件数（上映件数）が増加する。 

 

 指標数１ 

△ 年度ごと － 

（注５）

⑤国際連合に協力して行う研修、研究及び調査の推進 

(基本目標)開発途上国における刑事司法運営が効率的になされるようになる。 

(達成目標１)犯罪の防止及び犯罪者の処遇の分野並びに少年非行の防止及び非行少年の処遇の分野に関する刑

事司法運営の改善及び国際協力推進のための国際研修・セミナーの実施  
 指標数２ ○＝２ 年度ごと －＝２ 

 



(達成目標２)国際的な刑事司法の現状や実態の分析により、刑事司法運営のより効果的な方策を探求するための

国際会議の開催 
○ 

 指標数２ ○＝２ 年度ごと －＝２  

(達成目標３)国連の犯罪防止施策の強化に協力するための国際会議への参加  
 

 指標数２ ○＝２ 年度ごと －＝２  

⑥法制の維持及び整備に関する国際協力の推進 

(基本目標)支援対象国の民商事法分野における法制が維持・整備されるようになる。 

(達成目標１)開発途上国などの法制の維持・整備に従事する者に対する国際研修の実施 

 指標数２ ○＝２ 年度ごと －＝２ 

(達成目標２)諸外国の法制等の調査研究の実施 

 指標数２ ○＝２ 年度ごと －＝２ 

(達成目標３)法整備支援の現状とその対応策に関する国際専門家会議の開催 

 

 指標数２ ○＝２ 年度ごと －＝２ 

○ 

合計（24施策） 

 （8達成目標） 
  （8指標) 

○＝２ 
△＝６ 

○＝２ ○＝２ ○＝１ ○＝２

（38達成目標） 
 

 （71指標） ○＝２９ 

△＝２６ 
○＝１３ ○＝１３ ○＝７ 

○＝８

（備考） 

（注）１ 「目標値等の設定の有無」欄には、目標に関し達成すべき水準が数値化されている場合及び定性的

であっても目標が達成される水準が具体的に特定されている場合には「○」を記入し、いずれにも該

当しない場合には「－」を記入している。ただし、達成すべき水準は数値化されていないものの、前

年度よりも数値を向上させる等の方向が示されている場合には「△」を記入している。 

また、網掛けの行には、指標に着目した場合の「○」、「△」及び「－」の分類に該当する指標数を

記入している。 

２ 「目標期間の設定の有無」欄には、目標の達成度合いを検証する際の基準とする時期が設定されて

いる場合には「基準年次」欄に「○」を、目標を達成しようとする時期が設定されている場合には「達

成年次」欄に「○」を記入し、それらが設定されていない場合には当該欄に「－」を記入している。 

また、網掛けの行には、指標に着目した場合の「○」及び「－」の分類に該当する指標数を記入し

ている。 

３ 「目標設定の考え方」欄には、 

① 目標値及び目標期間（達成年次）のいずれも設定されているものについて、いずれの考え方につ

いても明らかにされている場合に「○」、いずれか一方の考え方が明らかにされている場合に「△」

を付している。 

② 目標値及び目標期間（達成年次）のいずれか一方が設定されているものについて、その考え方が

明らかにされている場合に「△」を記入している。 

③ 上記①、②のいずれにも該当しないものには「－」を記入している。 

また、網掛けの行には、指標に着目した場合の「○」、「△」及び「－」の分類に該当する指標数

を記入している。 

４ 「目標の達成状況の判定方法（判定基準の定量化等）」欄には、目標の達成度合いについての判定基

準が定量化されているか、又は、具体的で明確なものとして示されている場合には「○」を記入し、

示されていない場合には「－」を記入している。 

５ 目標の達成状況の判定方法について、「目標値等の設定の有無」欄における指標のうち、すべてに「△」

を記入したもの又はいずれについても「○」若しくは「△」を記入したものは、達成すべき水準が数

値化等により具体的に特定されているとはいえないことから、目標の達成度合いについての判定はで



きない。これについて、法務省においては、目標期間が年度ごととされ、かつ、前年度よりも数値を

向上させる等の達成すべき目標の方向が示されていることから、目標を達成したかどうかの判定はで

きるものとしている。 

 

３ 事前の事業評価についての審査 

（１）審査の考え方と点検の項目 
事前評価は、政策の決定に先立ち、当該政策に基づく活動により得られると見込ま

れる政策効果を基礎として的確な政策の採択や実施の可否を検討するものとされてい

る（基本方針Ⅰ－４－ア）。事前評価においては、一定規模以上の事業費を要する個々

の研究開発、公共事業及び政府開発援助を実施することを目的とする政策について、

その実施が義務付けられている（行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成 13 年

法律第 86 号。以下「評価法」という。) 第９条及び同法施行令（平成 13 年政令第 323

号）第３条）。 

 
これら以外の政策については、評価法上は事前評価の実施が義務付けられているわ

けではなく、また、必ずしも確立された手法による政策効果の把握が可能となってい

るわけではないが、各府省における政策評価の実施状況をみると、それぞれが定めた

基本計画に基づいて、評価法で義務付けられた政策のほか、自発的・積極的に新規の

施策・事業や規制等を対象として事前評価が行われている。 
こうしたことを踏まえつつ、さらに質の高い政策評価の実施に向けた今後の課題等

を明らかにする観点から、以下の点検項目により審査を行う。 
 
（政策効果の把握及び得ようとする効果の達成見込みについて） 

評価法では、行政機関は、その所掌に係る政策について、適時に、その政策効果を

把握し、これを基礎として、必要な観点から評価を行うこととされている（評価法第

３条）。事前評価を行う場合には、政策を決定する前の時点において、当該政策の実施

により得られると見込まれる政策効果を把握した上で、「得ようとする効果」と「実際

に見込まれる効果」との関係を明らかにし、当該政策の有効性を検証することが必要

である。すなわち、事前評価においては、当該政策を実施することにより得ようとす

る政策効果は本当に得られるのか、その確実性（安定性）はどの程度のものなのかに

ついて明らかにしていくことが求められる。 
また、得ようとする政策効果が費用に見合ったものとなっているかどうか等の効率

性に関する予測は、評価の対象とされる政策に適合した測定手法が開発されない状況

において定量的に行うことは必ずしも容易なことではない。 
この審査において点検を行っているのは、次の項目である。 

① 政策の実施により得ようとする効果はどの程度のものかなど、具体的に特定され

ているか。 

② 政策の実施により得ようとする効果について、実際にどの程度得られると見込ま

れるかなど、得ようとする効果の達成見込みの確からしさがどのように検証されて



いるか。 

③ 費用に見合った政策効果が得られるかどうかについて、どのような説明がされて

いるか。また、定量的な分析は試みられているか。 

 

（事前評価の結果の妥当性の検証について） 

事前評価については、政策効果が発現した段階においてその結果の妥当性を検証す

ること等により得られた知見を以後の事前評価にフィードバックする取組を進めてい

くことが重要である（基本方針Ⅰ－４－ウ）。 
政策の実施により「得ようとする効果」を的確に把握するためには、効果の把握の

方法が特定されており、かつ、それが効果をできる限り具体的（定量的）に把握でき

るものであることが望ましい。 
また、政策効果が発現した段階における事後的な検証を適切に行うためには、実際

に得られた効果が当初得ようとしていた効果との関係でどのように評価されることと

なるのかを、事前評価の段階で明らかにしておくことが望ましい。 
 この審査において点検を行っているのは、次の項目である。 
① 事後的な検証を行うこととしているか。また、その時期は特定されているか。 

② 事後的な検証が予定されている場合、政策効果の把握の方法は、得ようとする効

果が実際に得られたかどうかを事後的に把握することが可能な程度に特定されてい

るか。 

 
（２）審査の結果 

「平成 17 年度法務省事前評価実施結果報告書」における５件の事業評価（事前）のう

ち、法務省が概算要求に関連して行い予算要求等へ反映した５件についての審査の結果

（事実確認の整理結果）は、以下のとおりである（詳細は、別添２「政策評価審査表（事

業評価（事前）関係）」参照）。 
 

【審査結果整理表】 

効果の達成見込みに 
関する検証方法 

整

理

番

号 

政策 手段 
得ようと

する効果

の明確性
推論 その他 

効率性に関

する情報 

検証を行

う時期の

特定 

効 果 の 把

握 の 方 法

の特定性 

１ 
高崎法務

総合庁舎

新営工事 

施設整備(調査費
要求) ○    ○ ○ 

２ 
伊丹法務

総合庁舎

新営工事 

施設整備(事業費
要求) ○   ◎ ○ ○ 

３ 
宮崎法務

総合庁舎

新営工事 

施設整備(事業費
要求) ○   ◎ ○ ○ 



４ 

島根あさ

ひ社会復

帰促進セ

ンター整

備事業 

施設整備(事業費
要求) ○   ◎ ○ ○ 

５ 
小田原少

年院新営

工事 

施設整備(調査費
要求) ○    ○ ○ 

合  計 ○＝５  ◎＝３ ○＝５ ○＝５ 

（備考） 

（注）１ 「得ようとする効果の明確性」欄には、得ようとする効果について、「何を」「どの程度」「どうする」のか

が明らかにされているなどどのような効果が発現したことをもって得ようとする効果が得られたとするのか

その状態が具体的に特定されている場合には「○」を、「何を」「どうする」のかは説明されているものの、

「どの程度」かは明らかでないなど具体的には特定されていない場合には「△」を、得ようとする効果につ

いての記載がない場合には「－」を記入している。 

２ 「効果の達成見込みに関する検証方法」欄には、推論及び比較・推計・実験のうち該当する分類を記入し

ている（複数もあり得る。）。 

「推論」 定性的な説明等により、得ようとする効果が実際に得られると見込まれることを説明している。 

＜その他（例示）＞ 

「比較」 過去の同種類似の政策の実施等により得られた効果、実績等を基に、今回の政策の実施により得

ようとする効果が実際に得られると見込まれることを帰納的に根拠付けている。 

「推計」 定量的なデータの集計・分析等に基づき、当該政策の実施により得ようとする効果が実際に得ら

れると見込まれることを一定の手法により算出し根拠付けている。 

「実験」 実験や研究の結果に基づき、当該政策の実施により得ようとする効果が実際に得られると見込ま

れることを実証的に根拠付けている。 

 なお、施設整備のうち、施設に付加される機能が具体的に示されており、かつ当該施設の利用が確実に見

込まれることにより、施設の完成によって得ようとする効果が得られることとなるものについては、当該欄

に斜線を記入している。 

３ 「効率性に関する情報」欄には、当該政策（施策や事業）の実施に要する費用等に関する分析の結果が示

されている場合には「○」（当該政策の実施に要する費用等と当該政策により得られると見込まれる政策効果

との関係について定量的な分析が試みられている場合には「◎」）を、当該政策の実施に要する費用等の見込

額、従来からの活動等についての予算執行額（実績額）等の記載にとどまっている場合には「△」を、上記

の情報が記載されていない場合には「－」を記入している。 

４ 「検証を行う時期の特定」欄には、当該政策（施策や事業）について、事後的検証を行う時期が特定され

ている場合には「○」、事後的検証を行うこととはしているが時期が特定されていない場合には「△」、実施

することが明らかにされていない場合は「－」を記入している。 

５ 「政策効果の把握の方法の特定性」欄には、政策の実施により発現した効果を把握できる程度に明確にさ

れている場合には「○」を、効果の把握の方法が不明確の場合には「△」を記入している。 

 
（全体注） 各府省の評価の実施状況を踏まえた課題等の整理・分析については、今年度末を目途に別途取りま

とめる予定である。 

 
 
 
 
 
 



【別添１】 

 

政策評価審査表（実績評価関係） 

（説 明） 

本表は、公表された法務省の「平成 16 年度法務省事後評価実施結果報告書」に基づき総務省の責任において整理したものである。 

各欄の記載事項については以下のとおりである。 

 

欄   名 記          載          事          項 

「政策番号」欄 法務省の評価書において、評価の対象とされた施策目標ごとに付されている番号を記入した。 

「政策名」欄 評価書の「施策等の名称」欄に記載されている事項を記入した。 

「達成すべき目標」欄 評価書の「基本目標」欄及び「達成目標」欄に記載されている事項を記入した。（達成目標が設定されていない場合は－を記入した。） 

「目標分類」欄 
「アウトカム指標とアウトプット指標の分類の考え方（総務省行政評価局）」を踏まえ、「Ｃ」、「Ｐ」の別を記入した。 

なお、「Ｃ」（＝outCome）はアウトカム、「Ｐ」（＝outPut）はアウトプットをそれぞれ示す。 

「測定指標」欄 評価書の「指標」欄に記載されている事項を記入した。 

「指標分類」欄 

別添の「アウトカム指標とアウトプット指標の分類の考え方（総務省行政評価局）」を踏まえ、「Ｐ」、「ＣＭ」、「ＣＩ」のいずれか該当するも

のを記入した。 

なお、「ＣＭ」（＝outCome Measurable）はアウトカムで定量的な指標、「ＣＩ」（＝outCome Immeasurable）はアウトカムで定性的な指標、「Ｐ」

（＝outPut）はアウトプット指標をそれぞれ示す。 

「目標値」欄 基本目標又は達成目標が達成されたとする状態を示す数値、水準等を記入した。 

「目標期間」欄 
「達成年次」には、政策を実施することにより達成すべき目標を達成しようとする年次を、また、「基準年次」には、目標の達成度合いを把握

するための基準となる年次を記入した。（年度ごとに目標の達成度合いを把握しているものについては「年度ごと」と記入した。） 

「目標設定の考え方 

及びその根拠」欄 
目標設定に関し、目標設定の考え方やその根拠が記載されている場合に、その考え方、根拠を記入した。 

「測定結果等」欄 評価書の「評価の内容」欄等の記述に基づき、測定結果、施策の実施状況等を記入した。 

「評価の結果」欄 評価書の「評価の内容」欄等の記述に基づき、評価の結果及び評価の結果に基づく今後の課題等を記入した。 

「政策手段」欄 基本目標又は達成目標を実現するために具体的に講じる手段を記入した。 



アウトカム指標とアウトプット指標の分類の考え方(総務省行政評価局) 
 

 

 各府省の実績評価方式を用いた評価で用いられている測定指標について、アウトカム指標とアウトプット指標との区分を分類整理するに当たっては、下記の考え方に沿って指標 
を分類した案を各府省に提示した。 
 

記 
 

 行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)第３条第１項において、政策効果は「政策に基づき実施し、又は実施しようとしている行政上の一連の行為が国民 
生活及び社会経済に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれる影響」と定義されている。この「国民生活又は社会経済に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれる影響」がアウトカムに当たる。 
 

○アウトカム指標 

行政の活動の結果として、国民生活や社会経済に及
ぼされる何らかの変化や影響 
 

(例)   〇行政サービスに対する満足度、〇講習会の受講による知識の向上、技能の向上 
〇搬送された患者の救命率、〇開発途上国における教育水準(識字率、就学率) 
 〇農産物の生産量、〇大気、水質、地質の汚染度 
 〇ごみ減量処理率、リサイクル率、廃棄物の再生利用量、不法投棄件数 
〇株式売買高の推移、〇育児休業取得率  
〇就職件数、就職率 

○アウトプット指標 

アウトカム指標以外のもの 

① 行政の活動そのもの (例)    〇事業の実施件数、〇会議の開催数 
〇偽造防止技術の研究件数、〇環境基準の設定 
〇検査件数、〇行政処分の実施件数 

② 行政活動により提供されたモノやサービスの量 (例)    〇講習会、展示会等の開催回数、〇標準事務処理期間の遵守状況 
〇電算機の稼働率、〇助成金の支給件数・支給金額 
〇パンフレットの配布数 

③ 行政活動により提供されたモノやサービスの利用
の結果 

(例)    〇講習会、展示会等の参加者数、〇ホームページ等へのアクセス件数 
〇論文の被引用数、〇共同利用施設の利用者数 
〇放送大学の学生数、高等教育機関における社会人の数、〇技術士、環境カウンセラー等の登録者数 
〇相談件数、〇インターンシップ参加者数 

④ 行政機関同士や行政内部の相互作用の結果であり
直接国民生活や社会経済に及ぼす影響でないもの 

(例)    〇機構・定員等の審査結果、〇一般会計予算の主要経費構成比 
    〇法令等審査件数、〇恩給請求書を3か月以内に総務省に進達した割合  

⑤ 行政活動の結果に起因して生じている現象や事態
を表す指標であるが、それ自体は直接国民生活や社
会経済に及ぼす影響を表すものではないもの 

(例)    〇各種研究開発の特許取得件数、〇マネーロンダリングに関する金融機関からの届出件数 
〇新規化学物質の製造、輸入に関する届出件数 

 

 

 



基準年次 達成年次

P 平成13年
度

平成19年
度

○登記情報の電
子化

（不動産登記）
　全国の登記簿
の総不動産筆個
数に対する移行
完了筆個数割合

Ｐ 全国の登
記情報の
電子化を
おおむね
完了
（100％）

－

（商業・法人登
記）
　全国の登記簿
の総会社・法人
数に対する移行
完了会社・法人
数割合

Ｐ 登記情報
の電子化
をおおむ
ね完了
（100％）

－

Ｐ 平成13年
度

平成16年
度

（達成目標）
　本制度を利用可能な法人の
割合を平成16年度早期に
100％とする。

Ｐ 本制度を利用可
能な法人の割合

ＣＭ 13年度：
約50％以
上
14年度：
約85％以
上
15年度：
約95％以
上
16年度早
期：100％

（考え方）
目標数値は、電子
政府の実現目標と
なる平成１５年度
までに導入を終え
ることを原則とし
つつ、予算の効率
的な執行に配慮し
て、保有法人数の
多い登記所から優
先的に制度を導入
することとした場
合に得られる数値
を基礎としてい
る。
（根拠）
－

○平成16年度における電
子化の実績を維持すれ
ば、不動産登記について
は、19年度末までに、全
国の登記情報の電子化が
おおむね完了する見込み
であり、また、商業・法
人登記については、17年
度末までに、登記情報の
電子化はおおむね完了す
る見込みであり、いずれ
も目標を達成できる見込
みである。

○平成16年度末現在にお
けて、本制度を利用可能
な法人の割合は、100％
となっており、目標を達
成した。

○電子認証制度
の導入

○本制度利用可能な法人割合：100％（平成16年度末現在）

２－
（１）
－①

登記事務のコン
ピュータ化

○不動産登記情報電子化移行完了率：77.9％（平成16年度末
現在）

○商業・法人登記情報電子化移行完了率：95.5％（平成16年
度末現在）

（達成目標）
　平成19年度末を目途に全国
の登記所の登記情報の電子化
を完了する。

（基本目標）
　登記情報の電子化により、登
記情報の適正な管理が可能にな
るだけでなく、登記事項証明書
等の迅速な交付が可能となるな
ど利用者の窓口での待ち時間が
大幅に短縮される。また、利用
者が登記所に出向くことなく登
記情報にアクセスすることがで
き、自宅近くの法務局において
他管轄物件の証明書の取得がで
きるようになるなどの行政サー
ビスの向上に資することができ
る。

２－
（１）
－②

政策名
目標
分類

商業登記に基礎を
置く電子認証制度
の導入

達成すべき目標
(基本目標･達成目標)

（基本目標）
　商業登記に基礎を置く電子認
証制度の導入を次の「達成目
標」により進めることにより、
電子商取引や電子申請・届出の
基盤整備を早期に実現する。

Ｐ

測定指標

政策評価審査表（法務省）

評価の結果測　　定　　結　　果　　等
指標
分類

目標値
目標期間政策

番号
政策手段

目標設定の考え
方及びその根拠



基準年次 達成年次
政策名

目標
分類

達成すべき目標
(基本目標･達成目標)

測定指標 評価の結果測　　定　　結　　果　　等
指標
分類

目標値
目標期間政策

番号
政策手段

目標設定の考え
方及びその根拠

Ｃ

Ｃ

Ｈ14
年度

Ｈ15
年度

Ｈ16
年度

40 43 46

35 42 46

27 44 46

412 454 500

397 441 487

189 213 236

ＣＭ

Ｈ14
年度

Ｈ15
年度

Ｈ16
年度

0 0 0

0 0 0

(達成目標)
外国法事務弁護士の質を保ち
ながら数を増やす。

承認取消者数

登録者数(新規)

○外国法事務弁護士の承認取消者数に関する状況

○平成16年度の外国法事
務弁護士の現登録者数は
前年度の213人から
10.8％増加して236人と
なった。外国法事務サー
ビスの供給量が増加し、
国内外のニーズに応える
ものとなったと評価する
ことができる。また、承
認取消者数ゼロを維持す
ることができたことは、
これまでの資格審査事務
が適正であったことを示
し、登録後も２年次報告
書等によりその業務内容
を把握することに努めて
きた成果であり、外国法
事務弁護士の質を保ちな
がら数を増やすという目
標を達成する結果となっ
た。
　今後も社会、経済活動
の国際化に伴い、国民等
が享受する外国法事務
サービスを供給すること
のできる司法的なインフ
ラとして、外国法事務弁
護士に対するニーズの継
続的な増加が見込まれる
ことから、外国法事務弁
護士制度の整備、拡充を
図っていく必要がある。

承認取消者の数 承認取消
者数ゼロ
の維持

対前年度
増

区　　分

現登録者数

（考え方）
承認取消者がいな
いことは、これま
での資格審査が適
正であったことを
示すものであり、
登録後も外弁法施
行規則第９条第２
項に定められてい
る外国法事務弁護
士の承認基準を維
持しているか等に
つき、２年ごとに
一定事項の報告を
求める二年次報告
等によりその業務
内容を把握するこ
とに努めてきた成
果であり、外国法
事務弁護士の質を
保っていることの
証左となり得るこ
とから、承認取消
者数ゼロの維持も
成果目標としてい
る。
（根拠）
法令　「外国弁護
士による法律事務
の取扱いに関する
特別措置法」

外国法事務弁護
士の増加

○事前相談事務
等
○承認事務等
○承認審査事務
処理の迅速性の
維持
○関連法令の改
正作業

総登録者数

○外国法事務弁護士の承認及び登録に関する状況
（考え方）
外国法事務弁護士
の現登録者数の増
加は、我が国にお
ける外国法に関す
る法律サービスの
供給量が増加して
いることの証左と
なり得ることか
ら、現登録者数が
増加することを目
標に、現登録者数
の前年度からの増
加を成果指標とし
ている。
（根拠）
法令　「外国弁護
士による法律事務
の取扱いに関する
特別措置法」

総承認者数

外国法事務弁護士
の在り方

２－
（１）
－③

ＣＭ

（基本目標）
　国民等が享受する外国法事務
サービスの向上

平成16年度

総承認取消者数

承認申請受理数

承認者数(新規)

※単位は人

※単位は人

区　　分



基準年次 達成年次
政策名

目標
分類

達成すべき目標
(基本目標･達成目標)

測定指標 評価の結果測　　定　　結　　果　　等
指標
分類

目標値
目標期間政策

番号
政策手段

目標設定の考え
方及びその根拠

Ｃ

Ｃ
Ｈ14
年度

Ｈ15
年度

Ｈ16
年度

40 48 51

39 42 43

0 2 8

1 4 0

52.6 56.5 56.0

Ｈ14
年度

Ｈ15
年度

Ｈ16
年度

23 31 34

76 85 91

30.3 36.5 37.4

（注）実施率（実施会社数÷営業会社数×100）

参考指標１

Ｈ14
年度

Ｈ15
年度

Ｈ16
年度

105 178 224

参考指標２

Ｈ14
年度

Ｈ15
年度

Ｈ16
年度

11 11 11

76 87 98

○債権管理回収業の許可
申請件数は、98件で前年
度に比較して11件増加し
た。「苦情率」は56％
で、前年度に比較して
0.5ポイント減少した。
「実施率」は37.4％で、
前年度に比較して0.9ポ
イント増加しているほ
か、「ヒアリング実施件
数」は224件で、前年度
に比較して46件増加した
が、その結果についても
特に問題になる事項は認
められなかった。業務改
善命令等の行政処分は皆
無であった。したがっ
て、債権回収会社に対す
る立入検査の実施率及び
債務者に対する回収状況
ヒアリングの実施件数が
いずれも増加して、債権
回収会社に対する監督が
適切かつ効率的に行われ
た結果、債権回収会社に
対する苦情率が減少した
ほか、前回の立入検査で
指摘した事項の改善も適
切に行われており、業務
改善命令等の行政処分は
皆無であるなど、債権回
収会社の適正業務が確保
されたことにより、債権
回収会社の違法・不当な
業務による国民被害を未
然に防止するとともに、
暴力団等反社会的勢力の
参入を排除するという所
期の目的を達成する結果
となった。よって、債権
管理回収業における債権
管理回収行為等の適正が
確保されたことから、本
施策は有効であったもの
と認められ、今後も引き
続き実施する必要があ
る。

－（達成目標）
　債権回収会社の違法・不当
な業務による国民被害を未然
に防止するとともに、暴力団
等反社会的勢力の参入を排除
する。

苦情の申立て件数(件)

（内訳）
　行為規制に関するもの(件)

対前年減

－

対前年増

２－
（１）
－④

債権管理回収業の
監督

苦情申立ての状
況（苦情率）

債権管理回収業
の営業許可審査
件数

債権回収会社に
対する立入検査
の実施状況（実
施率）

－

－

営業会社数

実施率(％)

区　　分

区　　分
－

Ｐ

Ｐ

Ｐ

　行為規制以外に
　関するもの(件)

実施会社数

苦情率（％)

○債権管理回収
業の営業許可に
係る審査
○債権回収会社
に対する行政処
分
○債権回収会社
に対する立入検
査
○債権回収会社
の回収状況調査

Ｐ

区　　分

ヒアリング実施件数
（累計）(件)

審査件数（累計）(件)

区　　分

　その他(件)

（注）苦情率（年間苦情受付件数÷営業会社数×100）

（基本目標）
　債権管理回収業における債権
管理回収行為等の適正の確保

平成16年度

債権回収会社に
対する立入検査
で指摘した事項
の改善状況

回収先（債務
者）ヒアリング
による回収状況
把握

Ｐ

○前回の立入検査で指摘した事項については、各改善措置が
執られ、妥当な業務が行われており、特に問題となる事項は
認められなかった。

営業許可審査件数(件)



基準年次 達成年次
政策名

目標
分類

達成すべき目標
(基本目標･達成目標)

測定指標 評価の結果測　　定　　結　　果　　等
指標
分類

目標値
目標期間政策

番号
政策手段

目標設定の考え
方及びその根拠

参考指標３ Ｐ －

Ｈ14
年度

Ｈ15
年度

Ｈ16
年度

0 1 0

Ｃ

Ｐ

暴行・
虐待

強制・
強要

セクハ
ラ

差別待
遇

ストー
カー

合計

Ｈ16年 3,298 2,651 608 115 307 6,979

Ｈ15年 3,399 2,025 645 90 348 6,507

差 ▲ 101 626 ▲ 37 25 ▲ 41 472

Ｐ

暴行・
虐待

強制・
強要

児童売
春

合計

Ｈ16年 567 146 3 716

Ｈ15年 528 163 691

差 39 ▲ 17 3 25

○人権侵犯事件
調査処理規程の
改正
○人権擁護事務
に携わる職員及
び人権擁護委員
を対象とする研
修
○人権擁護に係
る情報の収集

２－
（１）
－⑤

人権侵犯事件の適
正な調査・処理

○平成１６年中の人権侵
犯事件の処理総数は
22,379件となっており、
そのうち、女性を被害者
とするものは6,979件で
あり、その内訳は、暴
行・虐待3,298件、強
制・強要2,651件、セク
シャルハラスメント608
件などとなっている。ま
た、児童を被害者とする
ものは716件であり、そ
の内訳は、暴行・虐待
567件、強制・強要146件
などとなっている。
○予備調査制度の廃止等
の救済手続の整備や個々
の事件に対する適切な対
応など、より実効的な人
権救済を図るための取組
を強化したことにより、
より多くの人が救済手続
を利用し、事件処理件数
の増加、ひいては人権救
済の拡大につながったも
のと考えられ、基本目標
の達成に貢献できたと評
価できる。

行政処分の件数(件)

区　　分

人権侵犯事件の
取扱件数

Ｐ

債権回収会社に
対する行政処分
の件数

対前年度
増

○女性を被害者とする人権侵犯事件の処理件数

○子どもを被害者とする人権侵犯事件の処理件数

（基本目標）
　人権侵害による被害が救済さ
れ、予防される

平成16年度

（達成目標1）
　女性に対する人権侵犯事件
への取組（調査・処理）強化

（達成目標2）
　子どもに対する人権侵犯事
件への取組（調査・処理）強
化

－人権侵犯事件の
取扱件数

Ｐ 対前年度
増



基準年次 達成年次
政策名

目標
分類

達成すべき目標
(基本目標･達成目標)

測定指標 評価の結果測　　定　　結　　果　　等
指標
分類

目標値
目標期間政策

番号
政策手段

目標設定の考え
方及びその根拠

Ｃ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

－

２－（１）
－⑥

人権相談の充実 ○平成１６年中の「女性
の人権ホットライン」の
総利用件数は26,908件
（前年比2,207件の減
少）であり、また、「子
どもの人権１１０番」の
総利用件数は8,119件
（前年比874件の減少）
となっている。このよう
に、総利用件数ではいず
れも前年を下回っている
ものの、暴行虐待といっ
た、特に深刻で緊急性の
ある事案の相談件数は増
加しており、女性、子ど
もを被害者とする人権侵
犯事件処理数が増加して
いることからしても、こ
れらの相談活動が、人権
侵犯事実を把握する端緒
として有効に機能し、被
害者の救済に役立ってい
ると考えている。また、
「外国人のための人権相
談所」の相談件数も１６
年度は575件であり、昨
年（634件）に比して若
干減少しているが、一昨
年（387件）と比べると
約４９％の増加となって
おり、ここ２年間は高水
準で推移しているという
ことが言え、我が国に暮
らす外国人のための相談
所として定着しつつあ
る。

○相談窓口への
女性の職員等の
配置の推進及び
「女性の人権
ホットライン」
の周知
○子どもの人権
専門委員の相談
活動への積極的
な活用及び「子
どもの人権１１
０番」の周知
○「外国人のた
めの人権相談
所」の周知及び
特設相談所の開
設

平成16年度

Ｐ ○「子どもの人権１１０番」の総利用件数は8,119件（対前年比874
件の減）

（達成目標3）
　日本に居住する外国人が気
軽に相談できる体制の整備

（達成目標1）
　女性をめぐる人権問題につ
いて気軽に相談できる体制の
整備

「外国人のため
の人権相談所」
における相談件
数

（達成目標2）
　子どもをめぐる人権問題に
ついて気軽に相談できる体制
の整備

専用相談電話
「子どもの人権
１１０番」にお
ける相談件数

専用相談電話
「女性の人権
ホットライン」
における相談件
数

対前年度
増

（基本目標）
　人権問題について、相談を通
じて、相談者の抱えている問題
状況が改善される。

Ｐ 対前年度
増

Ｐ 対前年度
増

○「外国人のための人権相談所」の相談件数は575件（対前年比
59件の減）

○「女性の人権ホットライン」の総利用件数は26,908件（対
前年比2,207件の減）



基準年次 達成年次
政策名

目標
分類

達成すべき目標
(基本目標･達成目標)

測定指標 評価の結果測　　定　　結　　果　　等
指標
分類

目標値
目標期間政策

番号
政策手段

目標設定の考え
方及びその根拠

Ｃ

Ｐ

①都道
府県ﾈｯ
ﾄﾜｰｸ

②地域
ﾈｯﾄﾜｰ
ｸ

③都道
府県ﾈｯ
ﾄﾜｰｸ
参加市
町村

④地域
ﾈｯﾄﾜｰ
ｸ参加
市町村

⑤①、
②のい
ずれか
に参加
してい
る市町
村

⑥全
市町
村数

参加
割合
(％)
(⑤/
⑥)

H15年度 50 141 154 1,678 1,735 3,154 55.0

H16年度 50 154 168 1,747 1,797 2,546 70.6

H15年度

H16年度

Ｐ

年度

H15年度

H16年度

構成比
(％)

構成
比(％)

2.1 1.8

25.5 26.8

4.7 4.6

15.7 14.8

3.2 2.8

4.3 4.5

10.3 9.5

5.8 6.5

12.0 13.2

1.2 1.2

15.4 14.5

100.0 100.0

71,492

48,896

99,848

8,877

31,610

75,708

8,910

2,087,156

障害者問題

同和問題

国際化に伴う人
権問題

作品数

15,154

○人権啓発活動
ネットワークの
整備
○人権啓発活動
地方委託事業
○全国中学生人
権作文コンテス
トの実施

○全国の市町村数は減少
しているものの、平成１
６年度末における人権啓
発活動ネットワークへの
参加市町村数は平成１５
年度末より６２増加して
いる。また、全市町村数
に占める参加市町村数の
割合を比較すると、平成
１５年度末では55.0％
だったものが平成１６年
度末には70.6％に上昇し
ており、人権啓発活動
ネットワークが拡充され
たと評価することができ
る。また、平成１６年度
末における地域人権啓発
活動活性化事業費及び同
事業費の人権啓発活動地
方委託費に占める割合は
平成１５年度末より増加
していることから、人権
啓発活動ネットワーク事
業の規模は拡大されたと
評価することができる。

755,390

115,713

23,463

２－（１）
－⑦

人権啓発活動の推
進

（達成目標2）
　全国中学生人権作文コンテス
トの参加者がより多くなるように
する。

（達成目標1）
　人権啓発活動ネットワーク
に参加する市町村数を増加さ
せ、ネットワーク事業による
人権啓発活動の事業規模を拡
大する。

（基本目標）
　人権尊重について国民の理解
が深まる。

ネットワークの
参加市町村数

戦争・平和

ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ問題

113,175

736,760

その他

コンテストの応
募作品数

ＣＭ 対前年度
増

コンテストの応
募中学校数

ネットワーク事
業の規模

対前年度
増

対前年度
増

34,597

ＣＭ 対前年度
増

応募中学校数

応募作品数

5,762

女性問題

ＣＭ

111,622

21,043

平成16年度

－

13,483

19.9

活性化事業費
（千円）

地方委託費（千
円）

109,412

33,898

202,222

ＣＭ

414,703

18.1

差別問題一般

環境問題

合計

42,487

88,389

2,114,108

いじめ

34,406

応募校数

187,745

内容

第23回(H15年度)

382,595

○コンテスト参加中学校
数は、前年度の5,867校
より105校少ない5,762校
であったが、応募作品数
は前年度の736,730編を
大きく上回る755,390編
であり、前年度より参加
者を増加させることがで
きた。多くの中学生に、
人権について理解を深
め、豊かな人権感覚を身
に付けてもらうよい機会
を提供することができ、
人権の尊重に対する理解
を深めるという目標が達
成できたものと考える。

第24回(H16年度)

作品数

高齢者問題

活性化事業費
の地方委託費
に占める割合
（％）

5,867



基準年次 達成年次
政策名

目標
分類

達成すべき目標
(基本目標･達成目標)

測定指標 評価の結果測　　定　　結　　果　　等
指標
分類

目標値
目標期間政策

番号
政策手段

目標設定の考え
方及びその根拠

Ｃ

Ｐ

Ｈ14
年度

Ｈ15
年度

Ｈ16
年度

58,158 68,769 76,173

代理援助の実施
件数

Ｐ 対前年度
増 35,820 40,627 48,435

書類作成援助の
実施件数

Ｐ 対前年度
増 1,870 2,370 3,028

大量一括委託契
約による事件数

Ｐ 対前年度
増

参考指標 ＣＭ －

Ｈ15
年度

Ｈ16
年度

26.6 27.0

代理援助事件
（終結事件）の
成功率

Ｐ

償還率（％）

区　　分

成功率

免責（破産）

7.8%

代理援助開始決定件数
(件)

区　　分

○財団法人法律
扶助協会に対す
る補助金の交付

3.2%

○1６年度の事件数は452件、節減額780万円

法律相談援助の
実施件数

２－
（１）
－⑧

民事法律扶助事業
の推進

（達成目標１）
　増大する需要に対処するた
め、事業の効率化を図りつ
つ、民事法律扶助事業（法律
相談援助、代理援助及び書類
作成援助）の実施件数を増加
させる。

○平成16年度の代理援
助、書類作成援助及び法
律相談援助の各件数は、
いずれも15年度と比べて
大幅に伸びており、他方
で事業の効率的執行のた
めの工夫もなされてい
る。また、16年度に終結
した代理援助事件は、援
助すべき事案が法律相談
等において適切に選別さ
れた結果、少なくとも
84.8％（15年度は
84.6％）の事件が勝訴、
和解など被援助者の権利
が実現される方向で終結
している。これらのこと
は、民事法律扶助事業に
対する需要の増加に対
し、財団法人法律扶助協
会が適切に対応し、事業
を遂行していることを表
している。
○償還金収入は民事法律
扶助の主要な財源となっ
ており、平成16年度償還
金収入は53億円を超え、
15年度を８億円上回り、
引き続き償還率も向上し
ている。このことは、扶
助協会において、立替金
債権を適正に管理し、償
還金収入の確保に努めて
いることを示すものであ
る。
○上記より、平成16年度
の民事法律扶助事業は適
正に実施されたものと評
価できる。

示談成立

勝　　訴

和解成立

4.2%

区　　分

書類作成援助開始決定
件数(件)

調停成立

結　　果

法律相談援助件数(件)

対前年度
増

Ｐ 対前年度
増

（達成目標２）
　立替金債権の償還率を向上
させる。

償還率

（基本目標）
　資力に乏しい者の「裁判を受
ける権利」が実質的に保障され
る。

平成16年度

Ｐ

84.8%

3.4%

66.2%

－

－



基準年次 達成年次
政策名

目標
分類

達成すべき目標
(基本目標･達成目標)

測定指標 評価の結果測　　定　　結　　果　　等
指標
分類

目標値
目標期間政策

番号
政策手段

目標設定の考え
方及びその根拠

２－
（２）
－①

被害者等通知制度
の適切な運用

Ｃ

通知希望者数 Ｐ －

○平成１６年において
は、45,967名から通知希
望があり、延べ80,720件
の情報を通知した。ま
た、通知を希望していた
被害者等に通知しなかっ
た数は１７名であり、そ
の理由の中で最も多いも
のは、通知対象者の転居
等通知不能の場合であ
り、そのほかの理由とし
ては、事件によりＰＴＳ
Ｄを発症しており通知す
ることによって病状に悪
影響を及ぼすおそれがあ
るため担当医から通知希
望者に通知しないよう依
頼があった、新たな紛争
又は事件を誘発するおそ
れがあるため通知するこ
とが相当でないと検察官
が判断した場合等であ
り、通知希望に対して適
切に対処している。
○本年も昨年に引き続き
パンフレットや法務省
ホームページ上等で被害
者を始めとする国民に本
制度を知らせている。
○検察官等においては、
本制度の実施要領に基づ
き、被害者その他刑事事
件関係者に対し、取調べ
等を実施したときなどに
通知希望の有無を確認
し、通知希望者に対して
は、通知することが相当
でないと認めた場合等を
除き、刑事事件の処分結
果等の情報を通知してお
り、目標はおおむね達成
できたことから本施策に
ついて有効性が認められ
引き続き実施する必要性
がある。今後も提供でき
る情報や通知方法などに
ついて改善すべき点があ
れば検討し、刑事司法手
続に対する被害者等を含
めた国民の理解と信頼を
得るため、本制度の適切
な運用をすることが必要
である。

（達成目標）
　被害者等に対し、被害者等
通知制度を広く知らせて、通
知を希望する人に対し、可能
な範囲で、刑事事件の処分結
果等の情報を提供する。

平成16年度

※１　単位は人

Ｐ

Ｈ15年 Ｈ16年

区　　分

76,691

Ｈ14年

1,382

Ｐ

18,191

1,914受刑者の釈放 1,054

○被害者等に対
する刑事事件の
処分結果等の通
知
○法務省ホーム
ページ、パンフ
レット等による
広報

公判期日

区　　分 Ｈ14年

通知者数

区　　分

76,087

※１　単位は人
※２　統計方法は暦年で１月から12月までの集計である。
※３　通知者の総数が希望者の総数を上回っているのは、同
一者に対して複数回の通知をしているためである。

33,346

26,882

17

33,376

26,715

Ｈ15年

裁判結果

通知総数

（内訳）
事件の捜査処
理

80,720

Ｈ15年

24,462

通知者数

通知件数

（基本目標）
　刑事司法手続に対する被害者
等を含めた国民の理解と信頼を
得る。

－

－

Ｐ

通知希望者数 47,690 44,442

通知希望者に
通知しなかった
数

45,967

Ｈ16年

18,578

※１　単位は件
※２　統計方法は暦年で１月から12月までの集計である。
※３　通知者数と通知件数の違いは、例えば、同一者に対し
て同一機会に２つの事由（捜査処理と公判期日）を通知をし
た場合は、通知者数は１、通知件数は２となるためである。

75,877

Ｈ16年

17,981

79,927

36,220

Ｈ14年

79,454



基準年次 達成年次
政策名

目標
分類

達成すべき目標
(基本目標･達成目標)

測定指標 評価の結果測　　定　　結　　果　　等
指標
分類

目標値
目標期間政策

番号
政策手段

目標設定の考え
方及びその根拠

Ｃ

Ｐ 実施状況（対象
年齢層）

Ｐ －

実施状況（対象
年齢層別回数）

Ｐ －

実施状況（内
容）

Ｐ －

平成16年度

○平成14年８月、最高検察庁においてホームページを開設
し、移動教室や広報ビデオ等の紹介を行っており、より一層
の充実を図った。16年度中のアクセス件数は約207,000件

857人

7,129人

○大規模庁の広報体制を強化するため、平成16年度にはさい
たま及び千葉地方検察庁に検察広報官が設置され、報道機関
からの取材対応を担当する次席検事を補佐するとともに、各
種広報活動の実施、調整及び企画立案を専門に担当

小学生（２年生から６
年生）

その他（広報誌への寄
稿等）

大学生（大学院生を含め
て全学年）

２－
（２）
－②

高校生
（全学年）

専門学生
（全年生）

（基本目標）
　検察に対する国民の理解を深
め、国民の信頼を高める。

検察広報の積極的
推進

（達成目標）
　全国の各検察庁において、
幅広い層の国民に対し、検察
の役割や刑事司法に関する広
報活動を実施する。

一般

中学生
（全学年）

173回

実施回数

27回

○広報活動（移
動教室、出前教
室等）の実施
○ホームページ
の充実
○検察広報官の
増設

合　　計

○検察庁において、移動
教室、出前教室、刑事裁
判傍聴等を中心に様々な
検察広報活動が、小学生
から一般に至る幅広い層
に739回実施され、参加
人数も２万8,000人以上
と前年に比較して全体的
に増加しており、また、
移動教室等の参加者か
ら、検察に対する理解が
深まったとの感想が寄せ
られていることから、検
察広報が有効に実施され
たものと認められる。さ
らに、ホームページの継
続的運用や検察広報官の
増設などにより、より効
率的で効果的な検察広報
活動が行っている。以上
のことから、幅広い層の
国民に対し、検察の役割
や刑事司法に関する広報
活動は実施され「検察に
対する国民の理解を深
め、国民の信頼を高める
こと」に向けて、着実に
推進していると考えら
れ、目標はおおむね達成
できたことから、本施策
について、有効性、効率
性が認められ、引き続き
実施する必要性がある。
○今後も幅広い層の国民
に対して各種広報活動を
積極的に実施するととも
に、全国の検察庁におい
て積極的に広報活動を展
開していくことで、より
効果的な検察広報活動の
在り方を検討しながら
「検察に対する国民の理
解を深め、国民の信頼を
高める」ために努力をし
ていく方針である。

13,810人

3,247人

325回

92回

7回

82回

2,907人

参加人数
（概数）年齢層別

○全国の各検察庁において各種広報活動を実施し、延べ実施
回数は739回、延べ参加人数は約28,009人。広報活動の内訳
は、移動教室、出前教室、刑事裁判傍聴、庁舎見学、各種説
明・講演、新聞等への寄稿

33回 －

739回 28,009人

59人



基準年次 達成年次
政策名

目標
分類

達成すべき目標
(基本目標･達成目標)

測定指標 評価の結果測　　定　　結　　果　　等
指標
分類

目標値
目標期間政策

番号
政策手段

目標設定の考え
方及びその根拠

Ｐ

Ｐ 実施状況

研修日数

Ｐ ２日間

実施状況

研修員数

Ｐ 50人

Ｐ

（達成目標）
　矯正施設で勤務するすべて
の職員に対し、質の高い人権
研修を受講する機会を与え
る。

Ｐ 中間監督者を対
象とする、行動
科学的な視点を
取り入れた実務
に即した研修
（非暴力的危機
介入法）の導入

Ｐ 平成16年
度導入

（考え方）
行刑施設の中間監
督者等に対し、暴
力行為に及ぶおそ
れのある被収容者
への適切な対応方
法（非暴力的危機
介入法）を矯正研
修所において学ば
せ、処遇場面にお
いて被収容者が暴
力行為にまで発展
する事態について
可能な限り未然防
止を図ることとす
る。
（根拠）
行刑改革会議提言
（平成15年12月）

２－
（２）
－④

矯正職員に対する
研修の充実強化

（基本目標）
　受刑者の人権を尊重した処遇
が行われるようにする。

２－
（２）
－③

捜査における通訳
の適正の確保

○通訳人セミ
ナーの実施

○行刑施設の中間監督者
（課長級）等に対し、共
感的な話の聞き方、相手
の感情を高めないような
質問の仕方、表情や言葉
の抑揚が相手に与える影
響などを学ばせるととも
に、部下職員に対し受刑
者の人権を尊重した処遇
をどのようにして指導す
べきか等を考えさせた。

○中間監督者を
対象とする行動
科学的な視点を
取り入れた実務
に即した研修の
導入及び同研修
の実施
○非暴力的危機
介入法の研修イ
ンストラクター
育成及び同研修
の実施
○新採用職員、
中級幹部養成、
上級幹部養成の
ための研修にお
ける新規の医療
関係科目の導入

○研修を実施したとこ
ろ、事後のアンケートの
結果により、捜査に必要
とされる知識、公平・中
立な通訳を行うための心
構えが修得され、通訳人
として資質の向上に資す
ることとなったことが確
認できた。
○今後とも、このような
諸施策を継続するととも
に、研修後実施した事後
アンケートに寄せられた
意見や要望を参考にし
て、有能な通訳人を確保
する上での新たな施策の
必要性も含めて検討し、
質的向上のための施策を
進めていくことにする。

○平成16年７月に全国の地方検察庁から通訳人４９人が参加
する通訳人セミナーを実施。ベテラン通訳人による講義、外
国人が関わる事件の捜査・公判を担当している検察官による
講義、検察官による刑事手続法や刑事実体法の講義を行うこ
とにより知識の修得を図るとともに、通訳人が立ち会う実際
の裁判の傍聴や通訳人と検察官との意見交換を行い、情報収
集の場を設けた。

○矯正研修所において、民間プログラムである非暴力的危機
介入法研修を新たに導入し、同８支所で行刑施設の中間監督
者等102人に対し実施したほか、同本所においては、行刑施
設の上級幹部及び中級幹部を育成するための研修カリキュラ
ムを見直し、上級幹部要員６０人及び中級幹部要員１７人に
対し実施した。

(達成目標)
通訳人に対し、捜査における
通訳の遂行に必要な知識及び
公正・中立な通訳を行うため
の心構えを修得できるよう研
修・情報の提供等を充実させ
る。

（基本目標）
　適正な通訳人の確保のための
対策を充実させる。

平成16年度

平成16年度

－



基準年次 達成年次
政策名

目標
分類

達成すべき目標
(基本目標･達成目標)

測定指標 評価の結果測　　定　　結　　果　　等
指標
分類

目標値
目標期間政策

番号
政策手段

目標設定の考え
方及びその根拠

非暴力的危機介
入法の研修イン
ストラクター育
成と矯正施設に
おける同研修の
実施

Ｐ 平成16年
度導入

（考え方）
職場で研修するイ
ンストラクター
（指導者）として
の資格を一部の職
員に取得させ、こ
れらの職員が帰庁
後、各行刑施設に
おいて刑務官に対
し研修を実施し、
処遇場面において
被収容者が暴力行
為にまで発展する
事態について可能
な限り未然防止を
図ることとする。
（根拠）
行刑改革会議提言
（平成15年12月）

○行刑施設において被収
容者を直接処遇する業務
に従事している中間監督
者（係長級）及び矯正研
修所教官に対し、実際に
各職場においてどのよう
に非暴力的危機介入法プ
ログラムを促進していく
のかについて学ばせた
上、各施設において部下
職員に対して自庁研修を
行わせることにより、刑
務官に行動科学的な視点
や心理学的な技法を身に
付けさせ、日常の処遇場
面に反映させるととも
に、現場責任者たる中間
監督者が毎日の職務執行
に活用し、被収容者に対
する不適切な処遇の防止
を図り、人権に配慮した
処遇の推進に努めた。

○全矯正施設へ
の自庁研修用人
権研修資料の作
成、配布

新採用職員、中
級幹部養成、上
級幹部養成のた
めの研修におけ
る新規の医療関
係科目（矯正医
療と被収容者処
遇の在り方につ
いて）の実施

Ｐ 平成16年
度導入

（考え方）
すべての新採用職
員に対し感染症や
精神疾患等の医学
的基礎知識を身に
付けさせるととも
に、幹部要員に対
し矯正医療の現状
と課題について理
解、認識を深めさ
せ、被収容者処遇
の在り方を再検討
する機会を与える
など、その後の部
下職員の指導に活
かすこととする。
（根拠）
行刑改革会議提言
（平成15年12月）

○新規の医療関係研修科
目により、新たに採用さ
れた刑務官、法務教官及
び法務技官に対し、被収
容者の健康状態のとらえ
方、救急法の基礎的な実
技、精神疾患及び感染症
に対する基礎的知識等を
付与し、これら疾病を有
する被収容者に対する理
解を深めさせ、人権意識
の涵養を図った。また、
幹部要員に医療関係法令
に関する知識を付与し、
矯正施設における医療の
現状と課題を再認識させ
ることなどにより、幹部
になった場合、医療上の
不適切処遇の防止や人権
に配慮した処遇をどのよ
うにして指導すべきか等
を学ばせた。

○矯正研修所本所において、行刑施設の中間監督者等９６人
に対し、非暴力的危機介入法インストラクター育成研修を実
施した上、指導者としての資格を得たこれら中間監督者が各
行刑施設（７４庁）等において、自庁研修として計1,515人
の職員に対し非暴力的危機介入法研修を実施した。

○新採用職員、中級幹部及び上級幹部養成のための研修であ
る矯正研修所刑務官等研修課程、法務教官研修課程、法務技
官研修課程、中級管理研修課程、高等研修課程において、そ
れぞれカリキュラムを見直し、平成１６年度から医師等を講
師とする「矯正施設における医療」、「感染症と矯正施
設」、「精神医療」、「急患発生時の初期対応」及び「矯正
医療問題」などの新規医療関係科目を導入した。



基準年次 達成年次
政策名

目標
分類

達成すべき目標
(基本目標･達成目標)

測定指標 評価の結果測　　定　　結　　果　　等
指標
分類

目標値
目標期間政策

番号
政策手段

目標設定の考え
方及びその根拠

全矯正施設への
自庁研修用人権
研修資料の作
成、配布

Ｐ 平成16年
度導入

（考え方）
人権問題一般、被
収容者処遇に関連
する国際準則等の
資料及び実務に即
したロールプレイ
ングや事例研究を
学ばせるための資
料を盛り込んだ職
場用人権研修教材
を矯正研修所にお
いて新たに作成
し、全矯正施設に
配布の上、同教材
を活用させること
とする。
（根拠）
行刑改革会議提言
（平成15年12月）

○矯正施設の職員が独善
に陥ることなく、自己の
過去の執務について批判
的な見方もできるように
するため、職員が被収容
者の立場に立って感じ、
考える機会を与えるとの
観点から、施設において
配布された人権研修資料
に基づき、職員に対し設
定された処遇場面を与
え、職員・被収容者それ
ぞれの果たすべき役割を
考えさせ、ロールプレイ
ングを行わせたり、事例
教材を検討させるなどし
た後、グループや全体で
討議を行う自庁研修を実
施させた。これにより、
職員自身において被収容
者に対する不適切な処遇
を再度点検させ、今後も
その防止に留意させると
ともに、人権に配慮した
処遇の在り方を改めて考
えさせ、被収容者の人権
を尊重した処遇の推進に
取り組んだ。

○矯正研修所において、自庁研修用人権研修資料「事例研
究・ロールプレイング用教材～施設における人権研修～」を
作成し、平成１６年１１月、全矯正施設に配布した。



基準年次 達成年次
政策名

目標
分類

達成すべき目標
(基本目標･達成目標)

測定指標 評価の結果測　　定　　結　　果　　等
指標
分類

目標値
目標期間政策

番号
政策手段

目標設定の考え
方及びその根拠

○職員から、非暴力的危
機介入法研修の受講後
「今まで以上に受刑者の
サインを見逃さずにタイ
ミングよくケアしていく
ことの重要性を再認識で
きたと思う」などの、ま
た、自庁研修用人権研修
資料に基づく施設での研
修受講後「一方的な講義
形式よりも、事例研究や
ロールプレイング形式の
方が関心を持てた」など
の、それぞれ感想があっ
たこと等から、非常に効
果的であったと認めら
れ、さらに、非暴力的危
機介入法研修は、民間講
師の講義等によりインス
トラクターを育成し、当
該職員が所属施設におい
て部下職員に研修を行う
方法を採ったことから、
より多くの職員に研修を
行うことが可能となるな
ど、一層効率的と認めら
れるため、これら研修を
引き続き実施することと
し、今後も、矯正施設で
勤務する職員に対し、質
の高い人権研修を受講す
る機会を与えるよう努め
ていくこととしている。



基準年次 達成年次
政策名

目標
分類

達成すべき目標
(基本目標･達成目標)

測定指標 評価の結果測　　定　　結　　果　　等
指標
分類

目標値
目標期間政策

番号
政策手段

目標設定の考え
方及びその根拠

Ｐ

（単位：人）

Ｈ14
年度

Ｈ15
年度

Ｈ16
年度

2,191 2,182 2,413

（単位：人、％）

参考指標
業種別雇用情勢

Ｐ －

○産業別欠員率 （単位：％）

区分
S50
年度

S55
年度

S60
年度

Ｈ2
年度

Ｈ7
年度

鉱業 2.8 1.8 0.6 2.9 1.2

建設業 1.9 2.8 2.0 10.8 3.3

製造業 2.7 2.6 2.5 6.5 1.4

運輸・
通信業 1.4 1.4 0.8 3.6 1.8

卸売・
小売
業、飲
食店

2.8 2.1 2.1 4.7 1.1

金融・
保険業

2.6 1.5 1.3 1.7 2.7

不動産
業

4.6 2.7 0.7 0.7 0.5

サービ
ス業

3.0 1.8 2.1 4.1 1.1

○平成１６年度には、職
業訓練実施施設におい
て、受刑者の職業訓練受
講機会の拡大、免許・資
格等の取得の促進を積極
的に図った結果、受講者
数2,413名（対前年度231
名増）、講率3.6パーセ
ント（対前年度0.2ポイ
ント増）、修了者数
2,097名（対前年度221名
増）、免許・資格等取得
者数2,271名（対前年度
５７名増）免許・資格等
取得率80.0パーセント
（対前年度2.6ポイント
減と免許・資格等取得率
を除き対前年度を上回る
結果となった。免許・資
格等の取得率が前年度を
下回る結果となったが、
これは、免許・資格等の
取得の促進を図ったこと
により、免許・資格等の
受験者数が増加したため
である。
○１６年度においては、
受刑者に対し、職業訓練
受講機会や免許・資格等
の取得の機会を広く与え
ており、受刑者の円滑な
社会復帰に寄与している
と期待できることから、
本施策については有効性
が認められ、今後も引き
続き実施する必要性があ
る。
○現在、免許・資格等の
取得を目的とした職業訓
練は、主に初犯受刑者が
収容されている施設を中
心に実施されていること
から、今後は、引き続き
労働需要に関する情報を
収集・分析し、現下の過
剰収容下においても実施
可能で就職に有利となる
訓練種目の企画立案を行
い、併せて、累犯受刑者
や女子受刑者等を収容す
る施設においても、社会
復帰に資する職業訓練の
積極的な実施を図る必要
がある。

２－
（２）
－⑤

平成16年度

職業訓練受講者数

受講者数 Ｐ

矯正施設における
職業教育の充実強
化

対前年度
増

区　　分

Ｈ14
年度

Ｐ

（基本目標）
　受刑者が出所後の生活に役立
つ免許・資格を取得できるよう
にする。

（達成目標１）
　受刑者に対し、広く職業訓
練の機会を与える。

Ｈ16
年度

○刑務所等にお
ける職業訓練の
実施

Ｈ15
年度

３．４

66,221

受講者数／受刑
者数

受講者数

対前年度
増

Ｐ

受刑者数

○産業別欠員率をみると、建設業の欠員率は、平成１５年度
は低くなっているものの、過去の推移をみると、他の産業に
比べて高い欠員で推移していることから、建設関連の職業訓
練種目である就職支援コース科、建設機械科、小型建設機械
科を拡充したところ、前年度を２８名上回る275名がこれら
の職業訓練を受講するに至った。

63,317

※1　受講者数は、当該年度に職業訓練を開始した総数　※2
受刑者数は、当該年度の末日において、行刑施設に収容され
ている総数
※3　受講率は、受刑者数に占める受講者数の割合

2,191

58,850

３．７

区分

受講率

2,413

３．６

2,182

－



基準年次 達成年次
政策名

目標
分類

達成すべき目標
(基本目標･達成目標)

測定指標 評価の結果測　　定　　結　　果　　等
指標
分類

目標値
目標期間政策

番号
政策手段

目標設定の考え
方及びその根拠

区分
Ｈ10
年度

Ｈ11
年度

Ｈ12
年度

Ｈ13
年度

Ｈ14
年度

Ｈ15
年度

鉱業 0.1 0.3 0.0 0.3 0.0 0.5

建設業 0.8 1.0 1.4 1.0 1.4 0.5

製造業 0.6 0.6 0.8 0.6 0.5 0.6

運輸・
通信業

0.8 0.9 1.2 1.1 0.7 0.8

卸売・
小売
業、飲
食店

0.9 0.8 1.2 0.9 1.1 0.7

金融・
保険業

0.8 0.8 1.5 1.8 0.5 1.5

不動産
業

0.7 1.6 2.2 0.3 0.6 0.8

サービ
ス業

1.1 0.8 1.2 0.9 0.8 0.9

※欠員率＝未充足求人数／常用労働者数×100（％）

Ｈ14
年度

Ｈ15
年度

Ｈ16
年度

178
(220)

412
(561)

386
(572)

223
(271)

229
(249)

282
(331)

119
(134)

120
(133)

117
(145)

95
(98)

96
(97)

84
(87)

49
(51)

32
(33)

33
(35)

1、265
(1,467)

1、325
(1,609)

1、369
(1,669)

1、929
(2,241)

2、214
(2,682)

2、271
(2,839)

資格又は免許の
取得者数及び取
得率

ＣＭ 対前年度
増

（単位：人）

2,0971,876

ボイラー技師

○資格・免許等の取得者数
　前年度を57名上回る2,271名が資格・免許等を取得

○資格・免許等の取得者率
　平成16年度は80.0パーセントであり、前年度を2.6ポイン
ト下回ったものの、受験者数は前年度を157名上回った。

自動車整備士

○資格免許等取得状況

Ｐ（達成目標２）
　受刑者に対し、職業に必要
な知識・技能を修得させる。

合　　計

危険物取扱者

区　　分

－

理容師

溶接技能者

職業訓練の修了
者数

対前年度
増

Ｐ

区分

その他

1,952
職業訓練修了

者数

Ｈ16
年度

Ｈ15
年度

Ｈ14
年度



基準年次 達成年次
政策名

目標
分類

達成すべき目標
(基本目標･達成目標)

測定指標 評価の結果測　　定　　結　　果　　等
指標
分類

目標値
目標期間政策

番号
政策手段

目標設定の考え
方及びその根拠

86.1 82.6 80.0

Ｃ 平成14年
度

平成16年
度

（達成目標）
被害者の立場を理解し、被収
容者の改善更生を目指す教育
プログラムを実施する。

Ｐ 行刑施設及び少
年院における被
害者の視点を取
り入れた教育プ
ログラムの実施
状況

Ｐ すべての
行刑施設
（７４
庁）及び
少年院
（５３
庁）にお
ける（分
院を含
む）被害
者の視点
を取り入
れたプロ
グラムの
実施

－

○被害者の視点
を取り入れた教
育プログラムの
実施

○行刑施設における被害
者の視点を取り入れた教
育の実施状況を見ると、
平成16年４月の段階で３
１施設（同教育の導入検
討施設を含む。）、17年
４月の段階で、４２施設
（同）となっており、ま
た、少年院においても、
犯罪被害者・被害者支援
団体による講演等が、15
年度の１７件から16年度
は３０件とその充実が図
られている。
○処遇効果については、
指導を受けた者に作文や
アンケートを書かせたり
職員が面接するなどして
その把握に努めているが
それらの結果から内省の
深まりなどについて効果
があったと思われる。
○本施策については有効
性が認められ、今後も引
き続き実施する必要があ
る。

○平成16年６月から９月にかけて、犯罪被害者支援団体、犯
罪被害者に関する研究に携わる大学関係者等部外有識者の
方々を招へいし「被害者の視点を取り入れた教育」研究会を
開催し、矯正施設における被害者の視点を取り入れた教育へ
の取り組みについて検証するとともに、同教育の在り方やそ
の教育内容・方法等の充実方策について検討した。
○行刑施設については、被害者の視点を取り入れた教育を一
層充実させるために、上記研究会の提言等を踏まえ、また研
究会のメンバーであった犯罪支援団体の方々にも御協力いた
だき、犯罪被害者の方の生の声を被収容者に伝えるという観
点から、被害者感情理解用オリジナルビデオ教材を作成し
た。
○少年院については、被害者の視点を取り入れた教育をより
体系的に実施するために、上記研究会の提言を取り入れ、同
教育の教育目標の構造や教育内容、教育方法の選定及び配列
に係るモデル案を作成した。
○２４庁の少年院で、被害者の視点を取り入れた教育に関す
る研究授業を開催し、家庭裁判所、地方検察庁、地方更生保
護委員会、保護観察所等関係機関の職員により研究討議を実
施し、指導内容や指導方法等に関する検討を行った。
○平成14年度から矯正管区等により実施してきた被害者の視
点を取り入れた教育プログラムに関する調査研究や、16年度
に実施した「被害者の視点を取り入れた教育」研究会の提言
等を踏まえ、被害者の視点を取り入れた教育を効果的に行う
ために、同教育のモデル案やオリジナル教材を作成したとこ
ろであり、同教育の実施状況を見ると、行刑施設では３６
庁、少年院では全庁において実施されている。

※１　単位は人
※２　各欄下段（　）書きは受験者数である。

合格率(％)

２－
（２）
－⑥

矯正施設における
教育活動の推進

（基本目標）
　被収容者が、犯罪、非行事実
を客観的に見つめ、被害者に対
する自らの過ちに気付き、自己
の責任を自覚できるようにな
る。



基準年次 達成年次
政策名

目標
分類

達成すべき目標
(基本目標･達成目標)

測定指標 評価の結果測　　定　　結　　果　　等
指標
分類

目標値
目標期間政策

番号
政策手段

目標設定の考え
方及びその根拠

Ｃ

Ｐ ○行刑施設の民間委託実施状況

※　単位はポスト

参考指標
刑務所の民間委
託率

Ｐ －

○行刑施設の民
間委託の実施

Ｈ16年度

民間委託ポスト
／職員数

（達成目標）
　民間委託率の向上

○平成１５年度におい
て、民間委託ポスト数
111ポスト／職員数
17,119名＝ 0.65％で
あった民間委託率が、平
成１６年度においては、
民間委託ポスト数212ポ
スト／職員数17,378名＝
1.22％
○民間委託の推進によ
り、総務部の職務分担を
見直し、職員を被収容者
の処遇に直接携わる処遇
部門に再配置することが
できた。処遇部門におい
ては、警備及び処遇、教
育等の実施に必要な配置
職員が確保されたことで
被収容者の円滑な社会復
帰に向けた各種指導の充
実が図られ、その結果、
被収容者処遇が向上し、
また、職員の勤務負担は
軽減された。
○今後も現下の社会情勢
や犯罪発生状況、刑の厳
罰化・長期化等の傾向か
ら行刑施設の過剰収容
は、継続することが見込
まれているが、昨今の国
家公務員の厳しい定員事
情を勘案すると、本施策
の基本目標を達成するた
めの所要の要員を確保す
るには、今後も更なる民
間委託の拡大を図ってい
くことが必要不可欠であ
る。

平成16年度

15年度　0.65％

74

業務の民間委託（アウトソー
シング）の促進

事項

18　正門警備業務

　自動車運転業務

14

74

　総務係（庶務）業務

　総務係（用度）業務

　通訳業務

212

（基本目標）
　行刑施設における職員の勤務
負担の軽減を図り、被収容者処
遇の質を向上させる。

２－
（２）
－⑦

民間との協働によ
る犯罪者の更生

Ｐ 1.22%(16
年度予算
案）

－

29



基準年次 達成年次
政策名

目標
分類

達成すべき目標
(基本目標･達成目標)

測定指標 評価の結果測　　定　　結　　果　　等
指標
分類

目標値
目標期間政策

番号
政策手段

目標設定の考え
方及びその根拠

Ｃ

Ｐ

※（　）書きは、受刑者

参考指標
平成15年度末に
おける行刑施設
の収容率

Ｐ －

△2.4％
(△2.9％)

Ｈ16
年度

H15年度末と
H16年度末の
比較

○平成１５年度末の行刑
施設における収容人員は
74,557人（受刑者63,317
人）であったところ、平
成１６年度末は77,076人
（受刑者66,212人）と、
2,519人（受刑者2,895
人）増加したが、過剰収
容対策として収容能力拡
充のための収容棟等の増
築工事等を実施した結
果、収容定員を71,862人
（受刑者54,902人）から
76,043人（受刑者58,906
人）と、4,181人（受刑
者4,004人）増加させた
ことにより、収容率が
103.8％（受刑者
115.3％）から101.4％
（受刑者112.4％）と2.4
ポイント（受刑者2.9ポ
イント）減少するに至っ
たことから、行刑施設の
過剰収容対策として、収
容能力拡充のための収容
棟等の増築は有効性が認
められるため、今後も引
き続き同対策を実施する
必要がある。
○平成１６年度予算（当
初・補正）により、今
後、さらに6,460人分
（受刑者6,321人分）の
収容能力を拡充するため
の収容棟等増築を実施す
る計画である。

103.8％
(115.3％)

○行刑施設の収
容能力の拡充

年度末現在の収
容率

２－
（２）
－⑧

行刑施設における
過剰収容の緩和

（達成目標）
　過剰収容下にある行刑施設
において収容能力拡充のため
の整備を促進する。

（基本目標）
　行刑施設における被収容者の
拘禁の確保と円滑な施設運営を
図り、国民が安全に安心して暮
らせる社会を構築する。

Ｐ

74,557人
（63,317人）

101.4％
(112.4％)

71,862人
(54,902人)

2,518人
(2,894人)

平成16年度

区分
Ｈ15
年度

収容率

対前年度
減

103.8%

76,043人
(58,906人)

4,181人
(4,004人)

－

77,075人
(66,211人)

収容定員

収容人員



基準年次 達成年次
政策名

目標
分類

達成すべき目標
(基本目標･達成目標)

測定指標 評価の結果測　　定　　結　　果　　等
指標
分類

目標値
目標期間政策

番号
政策手段

目標設定の考え
方及びその根拠

Ｃ 平成15年
度

平成18年
度

（達成目標1）
　保護観察処遇の充実強化を
図る。

Ｐ 施策の実施状況 Ｐ －

社会参加活動の
実施回数

Ｐ 基準年次
に比して
5％増加

社会参加活動へ
の保護観察対象
者の参加人数

Ｐ 基準年次
に比して
5％増加

○社会参加活動について
は、前年度と比較すると
実施回数は130回減少
し、保護観察対象者参加
人数は182人減少してい
る。一方、社会参加活動
参加人員数の８割以上を
占める保護観察処分に付
された少年（交通事件を
除く）の新規受理人員数
合計は、平成１５年の
17,778人から平成１６年
には17,091人と減少して
いる。また、社会参加活
動の活動実施場所総数に
ついては、平成１５年の
312か所から平成１６年
の310か所とほぼ同数を
維持しており、実施活動
先については変わらず確
保されていることから、
同活動の母数となる保護
観察対象少年数の減少が
影響しているものと思わ
れる。
○今後は、現況の活動先
を確保しつつ、保護観察
対象者に積極的に参加を
働きかけていくととも
に、活動内容の多様化等
をはかり、その実施方
法、参加者の選定等につ
いてもさらに工夫をする
必要がある。

○平成1６年度の社会参加活動実施状況
・実施庁　50庁（前年度同数）
・実施回数　463回（前年度593回）
・保護観察対象者参加人数　1,417人（前年度1,599人）

○分類処遇については、
保護観察対象者の処遇困
難性の判別に係る調査の
結果分析を材料として、
引き続き制度の見直しを
行い、全国の保護観察所
に導入していく必要があ
る。
○類型別処遇について
は、新たな処遇技法であ
る覚せい剤事犯対象者に
対する簡易尿検査の活用
が活発になされた。今後
は簡易尿検査の継続的実
施を始めとする本制度の
適切かつ有効な活用を通
じ、保護観察処遇の一層
の充実強化に努める。

○「分類処遇」については、保護観察対象者の処遇困難性の
判別精度をより向上させるための調査結果について分析を
行った。また、全国の保護観察所においては、分類の結果に
したがって処遇が行われた。
○「類型別処遇」については、行刑施設からの仮出獄者のう
ち覚せい剤事犯対象者が最も多いことから、特に、平成１６
年度は、覚せい剤事犯対象者の改善更生を目的とした、本人
の自発的意思に基づく簡易尿検査を全国一斉に導入し、その
処遇の充実に努めた。
○「社会参加活動」については、全国の保護観察所におい
て、民間団体の協力も得ながら、特別養護老人ホーム等福祉
施設における介護・清掃活動、知的障害者授産施設での共同
作業等の多数回の活動が実施された。

○分類処遇・類
型別処遇の充実
化
○社会参加活
動、各種集団処
遇の積極的な実
施
○保護観察対象
者に対する就労
指導の充実
○協力雇用主の
確保等

２－
（２）
－⑩

更生保護活動の推
進

（基本目標1）
　保護観察対象者が改善更生す
る。

－



基準年次 達成年次
政策名

目標
分類

達成すべき目標
(基本目標･達成目標)

測定指標 評価の結果測　　定　　結　　果　　等
指標
分類

目標値
目標期間政策

番号
政策手段

目標設定の考え
方及びその根拠

Ｐ ＣＭ ○保護観察終了者全体に占める無職者の割合及び無職者数

○全国の協力雇用主数及び被雇用者数

全体

39.9％
(1,928人)

14.6％
(3,637人)

Ｈ14
年度

Ｈ15
年度

23.8％
(11,722人)

14.2％
(3,355人)

（達成目標2）
　保護観察対象者の就業を確
保する。

40.6％
(1,990人)

32.7％
(4,786人)

仮出獄者※3

被雇用者数

※1　「保護観察処分少年」とは、家庭裁判所の決定により
保護観察処分を受けた者をいう。
※2　「少年院仮退院者」とは、少年院から仮退院を許され
た者という。
※3　「仮出獄者」とは、行刑施設から仮出獄を許された者
をいう。
※4　「保護観察付執行猶予者」とは、刑の執行を猶予さ
れ、保護観察に付された者をいう。

597

Ｈ17年
４月１日

Ｈ16年
４月１日

協力雇用主数 5,050

423 577

31.3％
(4,859人)

保護観察終了者
に占める無職者
の割合

区　　分

○全国の協力雇用主数は
平成１７年４月１日現在
でみると、前年に比べ、
198事業者増加してお
り、被雇用者数について
も２０人増加しているこ
とから、広報活動による
一定の成果が上がってい
ると言える。
○依然として保護観察対
象者の雇用情勢は厳し
く、今後も保護観察対象
者の就業の確保に資する
ために、より有効な就労
指導の方法について検討
していく必要がある。ま
た、協力雇用主について
も、新規協力雇用主の確
保に努めるとともに、既
存の協力雇用主に対して
も一層の協力を求めてい
く必要がある。

少年院仮退院
者※2

26.6％
(1,443人)

24.1％
(1,345人)

○平成１６年の保護観察
終了者に占める無職者の
割合は、平成１５年と比
較すると全体的にやや減
少しており、就労指導の
充実により保護観察対象
者の就業が改善しつつあ
ることがうかがわれる。

23.2％
(11,487人)

Ｈ16
年度

23.8％
(11,858人)

5,547

保護観察処分
少年※1

Ｈ15年
４月１日

保護観察付執
行猶予者※4

33.2％
(4,583人)

41.2％
(2,029人)

14.6％
(3,667人)

基準年次
に比して
5％増加

協力雇用主の数 Ｐ 基準年次
の数を維
持

26.3％
(1,445人)

5,745

－



基準年次 達成年次
政策名

目標
分類

達成すべき目標
(基本目標･達成目標)

測定指標 評価の結果測　　定　　結　　果　　等
指標
分類

目標値
目標期間政策

番号
政策手段

目標設定の考え
方及びその根拠

Ｐ

15年 16年 17年

93.7 94.1 93.2

保護司の平均年
齢

Ｐ 対前年減

63.2 63.3 63.0

全保護司に占め
る女性保護司の
割合

Ｐ 対前年増

24.6 24.9 25.1

保護司に対する
研修実施状況

Ｐ 前年実績
を基準

○保護司研修用ビデオの
作成は、保護司のニーズ
に合致したものであり、
取組は有効である。しか
し、社会内処遇である保
護観察は、社会情勢等と
も密接にかかわってくる
ので、これらの諸情勢や
対象者の資質の変化等に
適切に対応するものとな
るよう、引き続き研修内
容や研修教材の充実化を
図っていく必要がある。

Ｐ

保護司の充足
率(％)

○保護司制度や
保護司の活動を
紹介するなどの
広報の実施
○保護司組織と
一体となった取
組の推進
○保護司研修の
在り方に対する
保護司のニーズ
の把握
○保護司向けの
研修教材の配布
○実効が挙がる
ような研修の実
施

○保護司の人数は48,917
人（平成１７年１月１日
現在）であり、定数の充
足率は93.2％となってい
る。充足率の推移を見る
と、平成１５年93.7％、
平成１６年94.1％となっ
ている。平成１６年度か
ら保護司の再任年齢に一
律上限を定めたことか
ら、充足率を高めていく
ことが求められる。
○保護司平均年齢は、平
成１７年では63.0歳と
なっており、平成１５年
63.2歳、平成１６年63.3
歳からわずかながら若く
なった。年齢構成におい
ても60歳以上の占める割
合は68.7％で漸減傾向に
あり取組は有効である。
近年は、いわゆる保護司
定年制を原則として実施
するなど保護司の高齢化
の抑制に取り組んできた
が、今後とも、若年層か
らの保護司を確保する取
組を進める必要がある。
○全保護司のうち女性が
占める割合は、25.1％
（平成１５年24.6％、平
成１６年24.9％）で漸増
傾向にあり取組は有効で
ある。引き続き、女性保
護司の比率の向上に努め
る必要がある。

（達成目標）
　保護司を幅広く確保し、研
修を充実させる。

保護司の充足率 －

○保護司向けの研修教材として保護司研修用ビデオを作成
し、全保護区に配布した。
○各保護観察所において、新任保護司研修を始め、地域別の
定例研修や専門的知識及び技術修得等を図ることを目的とし
た研修など、研修の実効が挙がるよう対象や目的に配慮した
研修を実施した。
○保護司向けの研修教材として『更生保護』誌（月刊）等を
作成し、全保護司に配布した。

保護司の平均
年齢(才)

全保護司に占
める女性の割
合(％)

Ｐ 対前年増

区分

（基本目標２）
　保護司制度がより活性化され
る。

平成16年度



基準年次 達成年次
政策名

目標
分類

達成すべき目標
(基本目標･達成目標)

測定指標 評価の結果測　　定　　結　　果　　等
指標
分類

目標値
目標期間政策

番号
政策手段

目標設定の考え
方及びその根拠

Ｐ

○実施委員会参加機関・団体数

○作文コンテスト応募作品数

○主な行事開催回数と参加人員

※上段は開催回数、下段は参加人数を表す。

平成16年度 ○全国における都道府県
及び地区実施委員会を構
成する機関・団体数は、
いずれも前年度に比べて
増加しており、本運動が
着実に地域社会に浸透し
ていることが認められ
る。
○作文コンテストへの応
募総数は、小、中学生い
ずれも大幅に増加してお
り、各地の教育委員会、
学校に本運動の趣旨が浸
透し、児童・生徒に犯罪
や非行について考える場
が積極的に提供されてい
ることが認められる。

行事名

計

小学生

101,893

16年

Ｃ

（基本目標３）
　犯罪予防活動を助長する。

32,553

区　　分

15年

（達成目標１）
社会を明るくする運動への参
加を促進させる。

主な行事の開催
回数及び参加人
員

ＣＭ 対前年度
増

－

1,290

都道府県
（団体）

中学生

27,937

15年

街頭補導活動
等

7,938

16,255

659,891

73,956

5,051

15年 16年

5,415

236,846

47,354

○ミニ集会（住民集会を
含む）を除いた各種行事
の開催回数が減少してお
り、参加人員について見
ても ミニ集会、スポー
ツ大会で人員が増加した
一方、その他の街頭広報
活動講演会等の参加人員
は減少している。このこ
との要因としては、地域
連帯の弱体化を背景とし
て、総じて住民の参加が
得られにくくなっている
こと、学校と連携した非
行防止活動や特定の住民
にターゲットを絞ったよ
り質の高い住民参加型の
行事へと行事内容の見直
しが図られていることが
考えられる。今後も行事
内容の質的向上に努めつ
つ、より多くの国民参加
に向けた努力を続ける必
要がある。

○中央実施委員
会の開催
○広報活動の実
施
○広報資材の作
成・配布
○作文コンテス
トの実施
○地区実施委員
会への情報提供
○学校との連携
の推進

ミニ集会（住
民集会含む）

講演会

スポーツ大会

19,931

1,433,851

20,215

685,681

参加団体数 ＣＭ 対前年度
増

市町村等
（団体）

69,537

656,135

32,083

1,223

31,206

870

7,533

100,743

16,538

16年

615,931

205,906 187,487

259,729

1,001

269,700

816

226,918

弁論大会・標
語募集等

3,334,1003,452,401
計

939

47,195

1,348,426
その他



基準年次 達成年次
政策名

目標
分類

達成すべき目標
(基本目標･達成目標)

測定指標 評価の結果測　　定　　結　　果　　等
指標
分類

目標値
目標期間政策

番号
政策手段

目標設定の考え
方及びその根拠

（達成目標２）
更生保護ボランティア団体の
活動を促進する。

Ｃ 活動促進のため
の支援の実施状
況

Ｐ 多彩で幅
広い活動
の実施

○全国レベルで開催した
研修として、従来から
行っていた研修に加え、
更生保護女性会の組織力
を向上させる目的から、
本年度新たに、都道府県
単位の事務局長を対象と
した研修を行った。これ
らの研修においては、そ
れぞれのテーマに沿っ
て、法務省の幹部職員や
大学教授が講義を行うと
ともに、研修員相互の情
報交換の機会を設けるこ
とによりこれら団体によ
る犯罪予防活動の質的向
上を図った。

○各種研修・協
議会の開催及び
開催支援
○各種活動の実
施支援

参考指標１ Ｐ

全国研修の参加
人員

－

研　修　名 参加人員

平成16年度都道府県更生保護
女性連盟事務局長研修

○更生保護女性会、ＢＢ
Ｓ会の主な活動として、
「ミニ集会活動」、「子
育て支援活動」、「社会
参加活動」、「ともだち
活動」などが挙げられ
る。更生保護女性会にお
いては、保護観察対象者
の社会参加活動に、ＢＢ
Ｓ会においては、問題を
抱えた少年の「ともだち
活動」に、それぞれ高い
意欲を示していることか
ら、今後、これらの活動
の充実に重点を置いた支
援をしていく必要があ
る。

○全国、ブロック及び都道府県の各レベルにおいて、更生保
護女性会員やＢＢＳ会員を対象とする研修・協議会等を開催
し、活動に必要な知識の習得及び活動事例に関する情報交換
を支援した。
○更生保護女性会やＢＢＳ会が行うミニ集会活動、子育て支
援活動、グループワークなどの実施に当たり、企画運営に関
する助言、活動に必要な情報の提供等を通じて支援した。さ
らに、関係機関・団体等との円滑な連携の下に実施されてい
る特色豊かな活動を取り上げ、広く広報するなどした。

25名

50名

平成16年度更生保護女性会員
中央研修

第44回ＢＢＳ会員
中央研修会

100名
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参考指標２

Ｃ

（達成目標）
　築後おおむね20年以上経過
し、老朽化が進んだ更生保護
施設について、順次改築・補
修する。

Ｐ 16年度に改築又
は補修が完了し
た施設数

Ｐ ４施設 －

－
ＣＭ

更生保護ボラン
ティア団体の会
員数

ＢＢＳ会 5,726人

16年４月１日

○当該年度に実施を予定
した４施設の改築・補修
事業は全て完了した。施
設整備事業の実施によ
り、安全面や衛生面の改
善、狭隘な居室の解消、
収容定員の増及び集団処
遇室の整備がなされたこ
とは、入所者の円滑な自
立更生を促進するために
有効である。特に、老朽
化が進んでいる施設は、
安全面や衛生面の点で他
の施設に比してその機能
を発揮することができて
いないことから、当該施
設を優先的に整備するこ
とは収容保護の実施を適
切かつ積極的に行うため
に効率的である。

○更生保護施設
整備費補助金の
交付

○地域連帯の弱体化な
ど、地域活動を推進する
上での困難な状況を背景
として、更生保護女性
会、ＢＢＳ会とも、新規
会員の獲得が困難となり
つつあり、組織の充実に
向けた支援が必要であ
る。そのため、これら団
体の活動の広報に協力す
るとともに、活動をより
魅力あるものとするため
の方策について助言する
こととしている。

○老朽化し、安全・衛生面等の理由から改築・補修の緊急性
が高い更生保護施設４ 施設(うち全面改築２施設、補修２施
設） の整備（事業総経費約613,589千円）に対し、総額
225,000千円の更生保護施設整備費補助金を交付した。

201,448人 199,140人

17年４月１日

6,024人

更生保護女性会

（基本目標４）
　更生保護施設における犯罪前
歴者等の社会復帰を促進する。

平成16年度



基準年次 達成年次
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Ｃ

（達成目標）
　観察処分の実施を通じてオ
ウム真理教の活動状況を明ら
かにする。

Ｐ オウム真理教の
組織、活動の実
態及び危険性の
解明の度合い

Ｐ －

○①教団の活動を明らか
にする、②教団が有してい
る危険性の増大を防止す
る、③国民の不安を解消
する、という点などから、観
察処分は有効であり、引き
続き実施していく必要があ
る。

平成16年度

○公安調査庁長官は、教団から、標記期間内において、４回
にわたり教団の役職員及び構成員の氏名・住所、教団所有・
管理の土地及び建物の所在・用途、資産等について報告を受
けた。その結果、教団が提訴した観察処分の期間更新決定取
消請求訴訟の判決（平成１６年１０月２９日、東京地裁、請
求棄却）において、麻原が教団の構成員であると認定された
にもかかわらず、同人を構成員として報告していないほか、
当該団体の活動の用に供されている施設を信徒の居住用施設
として報告するなど、教団の欺まん的体質が改善されていな
いことが確認された。
○観察処分に基づく調査結果については、関係地方公共団体
の長の請求を受けて、１７の地方公共団体に対し４２回にわ
たり情報提供を行った。また、関係地方公共団体から調査結
果の提供内容の充実を求める意見が強いことを踏まえ、団体
規制法施行規則を改正し、提供する調査結果の範囲を拡大し
た。
○団体規制法は、施行日（平成１１年１２月２７日）から５
年ごとに廃止を含めて見直しを行うこととなっていることか
ら、公安調査庁において、これまでの観察処分の実施状況を
踏まえて見直しを行った結果「教団には依然として無差別大
量殺人行為に及ぶ危険性が認められ、今後も規制の必要性が
高い」と判断し、同法を存続することとした（平成１６年１
１月１２日開催のオウム真理教対策関係省庁連絡会議に報
告。

○観察処分の実施によ
り、教団が、依然として
麻原を絶対的な帰依の対
象とし、同人の説く危険
な教義を保持・信奉し
「麻原回帰」を鮮明にし
ている、ほか、事件前と
同質の組織構造・修行体
系を維持するなど、今な
お無差別大量殺人行為に
及ぶ危険性を有している
ことを明らかにした。
○教団施設の周辺住民等
は、依然として、教団に
対する不安感を抱いてお
り、教団施設が所在する
地方公共団体からは、継
続的に調査結果提供の請
求を受けていることか
ら、周辺住民の不安感を
解消するために今後も同
処分に基づく調査結果の
提供が必要であると考え
る。

○団体規制法に
基づく観察処分
の実施（同法第
７条第１項に基
づく調査、同条
第２項に基づく
立入検査の実施
及び同法第５条
第３項に基づく
報告書の徴取）
○団体規制法に
基づく地方公共
団体への情報提
供

２－
（２）
－⑪

「破壊活動防止
法」及び「無差別
大量殺人行為を
行った団体の規制
に関する法律」に
基づく公共の安全
の確保に寄与する
ための業務の実施

○公安調査庁は、教団に対し、標記期間内において、団体規
制法第７条第２項に基づき、合計２４回（約150時間）にわ
たり、２９施設に対し、公安調査官延べ559人を動員して立
入検査を実施。その結果は以下のとおりである。
・立入検査においては、大半の施設で、麻原の説法等を収載
した書籍や同人の映像が収録されたビデオテープ多数が誰で
も自由に視聴できる状態で保管されており、信徒らがいまだ
に麻原を崇拝し、同人の説く教義に従って修行している実態
が改めて確認された。
・教団は「写真撮影は押収と同一である」「質問に答える義
務はない」などと主張し、検査をけん制したり、しばしば教
団法務部に電話で指示を仰いで検査を中断・遅延させるな
ど、非協力的姿勢を示した。
○このほか、教団に対する調査の結果、殺人をも肯定する危
険な教義である「タントラ・ヴァジラヤーナ」に言及した麻
原の説法ビデオの視聴を在家信徒向けの教学システムに組み
込んでいる事実や、教団名を秘匿して自己啓発セミナーや占
星術鑑定、ヨーガ教室などを開催し、勧誘活動を展開してい
る事実、幹部信徒をロシアに随時派遣し、ロシア語に翻訳し
た麻原の説法集を経典として使用するなどして、ロシア人信
徒に対しても、麻原の教えに基づいた指導・教化を行ってい
る事実などを確認した。

（基本目標１）
　オウム真理教の活動状況を明
らかにすることにより公共の安
全の確保に寄与する。
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Ｃ

（達成目標）
　内外情勢に関する調査を通
じて得られた公共の安全の確
保に関する情報を政府機関に
適切に提供する。

Ｐ 提供情報の迅速
性・適時性、当
該情報の正確性

Ｐ －

○国際テロや北朝鮮問題
などに関して収集・分析
した情報については、政
府・関係機関に迅速・適
時に提供し、提供先から
継続的な情報提供を要請
されるなど一定の評価を
得たことから、情報提供
の際の迅速性、適時性、
正確性の確保については
おおむね達成できたもの
と認められる。
○国際テロや北朝鮮問題
などについて、我が国及
び国民の安全を確保する
上で把握・解明すべき課
題は多数あり、また、今
後、情勢の変化に伴って
更なる調査課題が発現す
る可能性があることか
ら、我が国の治安の維持
と公共の安全の確保のた
め、より一層の貢献を果
たすためには、調査力を
質的にも量的にも一段と
充実強化する必要があ
る。とりわけ、国際テロ
調査に関しては、１２月
に内閣の国際組織犯罪
等・国際テロ対策推進本
部において策定された
「テロの未然防止に関す
る行動計画」に即して、
テロ防止体制の実効性を
高める必要がある。

○国際テロ・北
朝鮮問題に重点
化した情報収集
体制の強化
○収集した情報
の政府関係機関
等に対する迅速
な提供

○公安調査庁は、本庁国内部門の課長級幹部ポストを国際部
門に振り替え、同職及びそのスタッフ組織を国際テロ調査の
専門部署として新たに立ち上げるとともに、外国機関との連
携強化を図り、これらを軸に広範なテロ関連情報の収集に努
めた。
○収集・分析した情報は、首相、官房長官等に対して直接報
告したのを始め、政府部内における各種会議（ 「内閣情報
会議」「合同情報会議」など）を通じて、また職員が関係省
庁に直接赴くなどして、政府機関に迅速・適時に提供した。
○４月には、国際テロの動きについて分析した「国際テロリ
ズム要覧」、１２月には、内外の公安情勢についてとりまと
めた「内外情勢の回顧と展望」をそれぞれ公表したのを始
め、週ごと、月ごと、あるいは随時の形で各種作成資料を関
係機関等に配布した。また、公安調査庁のホームページ上の
「最近の内外情勢」欄において内外情勢に関する情報を継続
して掲載した。

（基本目標２）
　内外情勢に関する情報を政府
機関に提供することにより公共
の安全の確保に寄与する。

平成16年度
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Ｃ

（達成目標１）
専門的、技術的分野の外国人
労働者の円滑かつ適正な入
国・在留を実現する。

Ｐ 在留資格及び在
留資格に係る基
準の見直し、手
続等の簡素・合
理化など、円
滑・適正化のた
め施策の内容及
び実施状況

Ｐ 専門的、
技術的分
野の外国
人労働者
の円滑か
つ適正な
入国・在
留の実現

○外国人ＩＴ技
術者の一層の受
入れに向けた法
務省告示の一部
改正
○構造改革特別
区域法による入
管法の特例措置
等
○永住許可要件
のガイドライン
化
○「投資・経
営」の在留資格
の申請に係るイ
ンキュベーショ
ンオフィス等の
取扱い
○在留資格認定
証明書交付手続
の迅速化

○外国人ＩＴ技術者に係
る告示の改正により、従
来は「技術」に係る上陸
許可基準に適合せず、我
が国への入国が認められ
ていなかったミャンマー
及び台湾の機関が実施す
る試験の合格者が、新た
に我が国への入国を認め
られることとなり、外国
人ＩＴ技術者として入国
を認められる範囲が拡大
した。情報処理技術者受
入れ促進事業等において
は、特区内の事務所にお
いて活動する場合には、
在留期間の上限を３年か
ら５年にする特例措置等
を講じたことにより、専
門的、技術的分野の外国
人労働者受入れを円滑に
図ることができた。
○永住許可要件のガイド
ラインをホームページに
公表し、明確化・透明化
等を図り、我が国で長期
間活動することを希望す
る専門的、技術的分野の
外国人労働者の円滑な受
入れを図ることができ
た。

２－
（３）
－①

外国人の円滑な受
入れ

○外国人ＩＴ技術者については、平成１２年に制定された高
度情報通信ネットワーク社会形成基本法（ＩＴ基本法）に基
づき、我が国の高度情報通信ネットワーク社会の形成を目指
した各種施策が検討・実施されているところ、平成１３年の
法務省令の改正により、情報処理に関する技術又は知識を必
要とする業務に従事しようとする外国人は法務大臣が告示を
もって定める試験のいずれかに合格し、又は資格を有してい
る場合には「技術」の在留資格に関する上陸許可基準である
「大卒若しくは大卒相当以上の学歴又は１０年以上の実務経
験」を問わず入国できることとした。平成１６年度において
もこの特例措置の対象となる資格を更に拡大し、平成１６年
８月２７日付け法務省告示において、ミャンマーコンピュー
タ連盟（ＭＣＦ）が実施する基本情報技術者（ファンダメン
タル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア）試
験及び台湾の財団法人資訊工業策進会（ＩＩＩ）が実施する
軟体設計専業人員（ソフトウェア・デザイン・アンド・ディ
ベロップメント・ＩＴ・エキスパート）試験の合格者を新た
に上記上陸許可基準の特例措置の対象とした。
○構造改革特別区域（以下「特区」という。）内に所在する
研究施設等において、研究活動や当該研究活動と併せて経営
活動を行おうとする外国人研究者については、「特定活動」
の在留資格を付与することを可能とし、特例措置として、在
留期間の上限を最長３年から５年に伸長する措置を講じ、平
成１６年度においても引き続き当該特例措置を実施した。
○平成１５年１０月から、特区内の事業所において活動する
情報処理技術者について、在留期間の上限を３年から５年に
伸長する措置を講じ、平成１６年度においても引き続き当該
特例措置を実施した。

（基本目標）
　我が国の国際協調と国際交流
を増進し、我が国社会の健全な
発展を目指す。

平成12年
３月

平成17年
３月
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○企業活動の一層の多様
化等に対応するため、今
後とも、我が国における
受入れ環境その他内外の
状況を十分に見極め、不
法滞在の防止に留意しつ
つ、社会のニーズ等に応
える外国人の円滑かつ適
正な受入れを図るための
施策を実施していく必要
がある。
〔評価総括〕
○平成１２年３月の第２
次出入国基本計画策定
後、同計画に沿って新た
な施策を実施しており、
外国人ＩＴ技術者につい
ては、従来は「技術」の
在留資格の上陸許可基準
に適合しなかったものに
ついても、法務省令の改
正等を行い、告示をもっ
て定める試験に合格して
いる者等について、上陸
許可基準の特例を設けて
受入れ範囲を拡大し、円
滑かつ適正な受入れを
図ってきた。

○平成１５年４月１日から、特区内の特定事業等に係る外国
人の入国・在留諸申請処理優先事業及び特定事業等に係る永
住許可の弾力化の措置を講じ、平成１６年度においても引き
続きこれらの措置を実施した。
○５年以上の在留実績がある外国人で我が国への貢献が認め
られ永住が許可された事例及びこれが認められず不許可とさ
れた事例を法務省のホームページにおいて公開するととも
に、平成１７年３月３１日、永住許可要件の「我が国への貢
献」に関するガイドラインを策定してホームページで公表
し、永住許可要件の明確化を図る措置を講じた。
○「投資・経営」の在留資格については、入管法の上陸許可
基準を定めた省令において、申請人が本邦において貿易その
他の事業の経営を開始しようとする場合は、当該事業を営む
ための事業所として使用する施設が本邦に確保されているこ
とを要件として定めているが、この基準に関し、インキュ
ベーター（経営アドバイス、企業運営に必要なビジネスサー
ビス等への橋渡しを行う団体、組織）が支援している場合
で、申請人から当該事業所に係る使用承諾書等の提出があっ
たときには日本貿易振興会（JETRO）、対日投資ビジネスサ
ポートセンター（IBSC）その他インキュベーションオフィス
等の一時的な住所又は事務所を起業支援を目的に一時的に事
業用オフィスとして貸与されているものの確保をもって、事
業を営むための事務所として使用する施設が本邦に確保され
ていることを要件とする措置を講じた。
○平成１６年３月から、問題のない優良な企業については、
在留資格認定証明書交付申請に係る手続の迅速化・簡素化措
置を講じ、平成１６年度においても引き続き同様の措置を講
じた。



基準年次 達成年次
政策名

目標
分類

達成すべき目標
(基本目標･達成目標)
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指標
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目標値
目標期間政策
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政策手段
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○特区においても、外国
人研究者及び外国人情報
処理技術者について在留
期間の上限を３年から５
年に伸長する措置や特区
内の特例事業等に係る外
国人の入国・在留諸申請
について、他の申請案件
より優先的に処理する等
の措置を行うことによ
り、入国・在留に係る円
滑化を図った。
○専門的、技術的分野の
外国人労働者について
も、法務省令及び告示を
改正する等して、上陸許
可基準等の基準緩和を行
い、円滑な受入れを図っ
てきた。また、入国・在
留手続においても、社会
のニーズを踏まえ、問題
のない優良な企業からの
申請については、手続の
迅速化・簡素化の措置を
行うことにより、入国・
在留手続において、円滑
化を図ってきた。
○専門的、技術的分野の
外国人労働者の円滑な受
入れを実現することがで
き、基本目標の実現に有
効であったと考える。



基準年次 達成年次
政策名

目標
分類

達成すべき目標
(基本目標･達成目標)
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目標期間政策
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政策手段

目標設定の考え
方及びその根拠

（達成目標２）
研修生、技能実習生の円滑か
つ適正な入国・在留を実現す
る。

Ｐ 適正な管理を確
保した上での手
続等の一層の簡
素・合理化な
ど、円滑・適正
化のための施策
の内容及び実施
状況、研修生等
の適正な在留の
把握や指導の状
況

Ｐ 研修生、
技能実習
生の円滑
かつ適正
な入国・
在留の実
現

平成12年
３月

平成17年
３月

○平成１６年度において
は、研修生送出国のニー
ズ等を踏まえ、技能実習
移行対象職種の拡大につ
いて、関係省庁と協議を
行い、現在では、６２職
種114作業まで拡大し
た。このことにより、従
来では、研修から技能実
習に移行できず、帰国し
なければならなかった研
修生が新たに技能実習を
行うことを可能とした。
○「いわゆる団体監理
型」研修に係る受入れ機
関の実態調査を積極的に
実施して、不正行為認定
を行うことにより、研
修・技能実習生の適正な
入国・在留の実現に努め
ている。また、特区にお
いて、外国人研修生受入
れによる人材育成事業に
より、研修生の人数枠に
関して、特例措置を講じ
ているが、本特例措置の
適用状況について調査を
行うことを通じて、研修
生・技能実習生の在留状
況について適正化を図る
ことができた。

○研修・技能実
習制度の適正化
○「いわゆる団
体監理型」研修
における実態把
握等
○外国人研修生
受入れによる人
材育成事業
○技能実習移行
対象作業の拡大

○平成１６年度においては、特に失踪等の問題が発生している
場合や受入れが初回となる場合を中心に研修事業主体となる団
体及びその傘下企業や研修生に対して、研修会等を通じて制度
の趣旨・目的の周知・徹底を図った。
○いわゆる団体監理型（受入れ企業と派遣機関との間に取引関
係等はないが、商工会・協同組合等の団体が監理することで受
入れが認められている研修）による研修生受入れ、とりわけ問題
が多く見られる中小企業団体及び同団体が関与している受入れ
機関等を中心に実態調査を実施した結果、研修生の所定時間外
の活動、名義貸し及び研修計画の齟齬等不適切な研修・技能実
習事案が判明した計210機関に対して不正行為の認定を行った。
○平成１５年１０月１日から、特区内に所在する所要の要件を満
たす事業所において、実務研修を含む研修を受けようとする外国
人研修生につき、その受入れ人数枠を緩和する特例措置を講
じ、平成１６年度においても引き続き当該措置を実施した。
○平成５年に創設された技能実習制度は、創設当初，滞在期間
が「研修期間と合わせて２年以内」、対象職種が１７職種３４作業
であったが、平成９年には、滞在期間を「研修期間と合わせて３
年以内」に延長したほか、その対象職種についても、平成１５年
には６２職種113作業にまで拡大した。「織物・ニット浸染作業」に
ついて、研修生送出国、受入れ機関や関係業界から技能実習へ
の対象作業とするよう要望がなされたことから、平成１６年度にお
いては、技能実習の移行対象作業への追加について、関係省庁
と協議を行った。この結果、平成１７年４月１日に同作業が技能
実習移行対象作業に追加され６２職種114作業にまで拡大してい
る。
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〔評価総括〕
○平成１２年３月に策定
された第２次出入国基本
計画において、研修・技
能実習制度の適正化及び
円滑化をより一層を図る
こととされ、技能実習移
行対象職種については、
平成１２年の時点では、
５９職種106作業であっ
たものが、平成１６年度
末時点で、６２職種113
作業に拡大を図ることが
でき、従来では、研修か
ら技能実習へ移行するこ
とができず、帰国しなけ
ればならな
かった研修生が、職種を
拡大することにより、技
能実習へ移行することを
順次可能としてきた。ま
た、積極的な実態調査を
行い、問題のある機関に
対しては、不正行為認定
を行うなど、厳格な対応
を行うことにより、研修
生・技能実習生の適正な
受入れを図ってきた。
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○入国管理局では、実態
調査の結果等を踏まえ、
研修・技能実習制度の見
直し、技能実習により更
に高度な技術等の修得を
希望する研修生及び受入
れ機関の要望に応えるた
め、技能実習移行対象職
種拡大等による技能実習
制度の拡充について、関
係省庁と協力して検討を
行っている。
○技能実習に係る現行の
在留資格「特定活動」に
ついて活動内容が分かり
にくいことの指摘もあっ
たことから、技能実習制
度に基づく在留資格であ
ることを明確にする意味
から、独立した在留資格
を新設することなどを含
めた必要な法改正につい
ても、引き続き検討して
いる。
○研修生・技能実習生の
円滑な受入れを実現する
ことができ、基本目標の
実現に有効であったと考
える。



基準年次 達成年次
政策名

目標
分類

達成すべき目標
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分類
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（達成目標３）
学術・文化面にかかわる外国
人の円滑かつ適正な入国・在
留を実現する。

Ｐ 留学生等の受入
れ促進のための
施策や文化、ス
ポーツ等を通じ
た交流促進のた
めの施策の内容
及び実施状況、
留学生等の適正
な在留の把握や
指導の状況

Ｐ 学術・文
化面にか
かわる外
国人の円
滑かつ適
正な入
国・在留
の実現

平成12年
３月

平成17年
３月

○在留資格認定証明書交
付申請等について、従来
の取扱いを改めて審査の
一層の適正化を図ったほ
か、教育機関に対し、適
正かつ円滑な受入れに当
たって留意すべき事項を
指導した。また、平成１
３年度に日振協を日本語
教育機関の施設及び編制
についての審査及び証明
を行う事業者として認定
したことにより、日本語
学習を目的として定める
際に日振協の審査結果を
参考とすることができる
ようになった結果、平成
１６年度においても、平
成１５年度と同様、業務
の簡素・合理化を図るこ
とができ、留学生、就学
生の各種申請に対して一
層円滑かつ適正に対応で
きるようになった。留学
生、就学生について、真
に我が国において学ぼう
とする学生の円滑かつ適
正な入国・在留の実現を
図ることができたものと
考える。

○「留学」及び
「就学」の在留
資格に係る審査
の一層の適正化
○教育機関に対
する指導
○「留学」及び
「就学」の在留
資格に関する日
本語教育機関の
告示の改正
○夜間大学院留
学生受入れ事業
○就職内定を得
た留学生が卒業
後就職するまで
の滞在を容認す
る措置
○地域再生プロ
グラムを受けた
対応
○外国の大学の
日本分校に留学
する外国人の在
留資格の見直し
○2005年国際博
覧会（愛・地球
博）関係者等の
円滑な受入れ

○平成１６年４月に入学を希望する外国人に係る在留資格認
定証明書交付申請について、真に勉学を目的とし、その意
思、能力を有することのほか、経費支弁能力を有するかにつ
き、厳格な審査を行うこととし、以後の申請についても引き
続き同様の審査を行って適正化を図った。
○一部の教育機関において、学生の選抜に当たって勉学意欲
の確認が十分に行われていないことや、学生の所在やアルバ
イト先を把握していないため、学業がおろそかになるなど、
在籍管理が不十分である等の問題が見受けられたことから、
平成１６年度においては、専修学校等教育機関に対して実態
調査を行い、在籍管理等に問題のある教育機関の実態を把握
するよう努めた。また、平成１６年度においても、問題のあ
ると認められた教育機関に対して、教育機関の所在地を管轄
する地方入国管理局にこれら教育機関の関係者の出頭を求
め、学生の選抜方法や在籍管理についての改善・徹底を求め
注意・指導を行った。
○平成１６年度においては、日本語学習を目的として入国す
る留学生、就学生を受け入れることができる日本語教育機関
を定める告示を７回改正して、「留学」及び「就学」の在留
資格に関し、専修学校等において日本語教育を行う教育機関
として新たに６校を追加した。平成１７年３月３１日現在、
法務大臣が告示をもって定めた日本語教育機関は416校と
なった。平成１６年度中に１４校が廃校等により告示から削
除した。
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○平成１６年度において
は、特区における措置と
して、従来は我が国への
入国が認めれられていな
かった夜間大学院留学生
の受入れを引き続き認め
る特例措置を行った。地
域再生プログラムを受け
た対応として、法務省告
示を改正して、外国の大
学生が夏期休暇を利用し
て、本邦で講師を行うこ
とを認めたことにより、
学術交流などに貢献でき
たものと考える。
○今後も留学生、就学生
の受入れ促進のための諸
施策を他の行政分野を担
当する機関とも協力の上
で実施していくことに加
え、スポーツ、イベン
ト、ワーキング・ホリ
デー制度等を通じた一層
幅広く円滑な交流を支援
していくこととする。

○構造改革特別区域基本方針等を受け、以下の対応をした。
・構造改革特別区域において，夜間に授業を行う大学院の研
究科で教育を受ける留学生については，学籍管理が徹底され
ている場合には，当該上陸許可基準を適用しないこととし，
平成１５年８月２９日，法務省関係構造改革特別区域法第２
条３項に規定する省令の特例に関する措置及びその特例事業
を定める省令を制定し，夜間大学院においても外国人留学生
を受け入れる措置を講じ，平成１６年度においても引き続き
同措置による円滑な受入れを行ってきた。
・卒業前から継続して就職活動を行い，卒業後にも就職活動
を行う留学生については，大学からの推薦がある場合には，
在留資格「留学」から「短期滞在」への在留資格変更を許可
し，最長180日間滞在すること等を可能とする措置を講じて
いる。
○平成１７年２月１７日，特定活動の告示を改正し，外国の
大学の学生（卒業又は修了した者に対して学位の授与される
教育課程に在籍する者（通信による教育を行う課程に在籍す
る者を除く）に限る）が，一定の地方公共団体が実施する国
際文化交流を目的とした事業に参加し，本邦の公私の機関と
の契約に基づき当該機関から報酬を受けて，当該大学におけ
る当該者に対する授業が行われない期間で，かつ，３月を超
えない期間内，本邦の小学校，中学校，高等学校，中等教育
学校，盲学校，聾学校，養護学校，専修学校，各種学校にお
いて，国際文化交流に係る講義を行うことを可能とした。
○外国大学日本分校において研究，研究の指導又は教育をす
る活動を行う者は、他の要件に適合することを前提に在留資
格「教授」，また外国大学日本分校において教育を受ける活
動を行う者については在留資格「留学」を許可とすることと
した。
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〔評価総括〕
○各種施策の実施によ
り、達成目標である学
術・文化面に係る外国人
の円滑かつ適正な入国・
在留の実現を図ることに
貢献することができたも
のと考えるが、留学生の
不法残留が再び増加傾向
にあるなどといった状況
を踏まえ、在留資格に係
る審査の一層の適正化を
図った結果、真に学ぶこ
とを目的とする学生の適
正な入国・在留の実現が
図ることができた。
○関係機関との連携を密
にしつつ実態調査を積極
的に実施するなど、引き
続き厳格な審査を実施し
ていく必要があるほか、
依然として、在籍管理が
適正に行われていない教
育機関が散見され、関係
機関との協力の上、留学
生、就学生の受入れ及び
受入れ後の在籍管理の在
り方についての改善と教
育環境の整備等につい
て、引き続き教育機関を
指導していく必要があ
る。

Ｃ 平成12年
3月

平成17年
3月

Ｐ

○出入国管理及
び難民認定法の
一部改正
○積極的な摘
発、円滑な送還
の実施等
○不法就労外国
人対策キャン
ペーン月間の実
施
○水際対策の実
施

２－
（３）
－②

（達成目標）
平成20年までの５年間で不法
滞在者を半減させる。 Ｈ17

207,299

好ましくない外国
人の排除

５年間で
不法滞在
者数の半
減

Ｈ16

○平成１７年１月１日現
在の本邦における不法残
留者数は207,299人と前
年同期に比べ12,119人
（5.5％）減少し、１０
年前の平成８年５月１日
現在と比べ72,201人
（27.1％）の減少となる
など引き続き減少傾向を
維持していることから、
有効的な不法滞在者対策
を実施することができた
ものと考える。

区　　分

（基本目標）
我が国社会の安全と秩序の維持
を目指す。

我が国における
不法滞在者数
(推計値）

ＣＭ （考え方）
不法滞在者数を、
今後5年間で半減
させる。
（根拠）
犯罪対策閣僚会議
(H15.12)　「犯罪
に強い社会の実現
のための行動計
画」

不法残留者数 219,418

Ｈ15

220,552

○不法残留者総数の推移　　　　　　　　　（単位：人）

○平成１７年３月２５日から同年９月２５日までの間（185
日間）、愛知県において開催される同博覧会（以下「愛知万
博」という）関係については、平成１６年６月３０日、在留
資格「特定活動」に係る法務省告示を改正し、参加国及び参
加国際関係機関の愛知万博関係者については、開催準備期間
から円滑な受入れが可能となった。



基準年次 達成年次
政策名

目標
分類

達成すべき目標
(基本目標･達成目標)

測定指標 評価の結果測　　定　　結　　果　　等
指標
分類

目標値
目標期間政策

番号
政策手段

目標設定の考え
方及びその根拠

厳格な出入国審
査、強力な摘
発、円滑な送還
など不法滞在者
縮減のための施
策の実施状況

Ｐ 効果的な
不法滞在
者対策の
実施

○全国の空港等に最新鋭
の偽変造文書鑑識機器を
配備し十分に活用した結
果、偽変造文書発見件数
は、平成１５年に急増し
た影響で平成１６年には
減少しているが、全体と
して増加傾向にあり、平
成１６年中に出入国審査
時に発見した偽変造文書
発見件数は2,688件で、
５年前の平成１２年にお
ける2,083件と比べ605件
（29.0％）増加してお
り、新たな入管法違反者
の入国阻止に有効であっ
たものと考える。
○トランジットエリアを
悪用する者に対して退去
強制手続を執った数は、
成田空港においては、平
成１５年127人であった
のが、平成１６年には前
年の２倍を超える260人
となったほか、関西空港
においても平成１６年に
１２人となった。

(1)出入国管理及び難民認定法の一部改正
不法滞在者対策として、不法滞在に係る罰金を大幅に引き上
げ、悪質な不法滞在者に係る上陸拒否期間を５年から１０年
に伸長する一方で、自ら当局に出頭した者で一定の要件に該
当するものについては、簡易な手続で迅速に出国させるため
の出国命令制度を新設し、その上陸拒否期間を５年から１年
に短縮すること等を行うことにより、不法滞在者の自主的な
出頭を促す措置を講じるほか、虚偽申請やその他不正の手段
により上陸許可を受けるなど本来我が国に入国・在留するこ
とのできない外国人に対して意見聴取等を行う等の手続を
執った上で、その在留資格を在留期間の途中で取り消すこと
ができる制度を新設し、不法滞在者の一層の減少を実現する
ための出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律が平
成１６年５月２７日、可決、成立し、同年１２月２日に施行
された。
(2)積極的な摘発、円滑な送還の実施等
ア摘発体制の強化
　摘発専従型出張所である新宿出張所を新設し、平成15年４
月から同12月までに不法滞在者等847人を摘発。また、東京
入国管理局に調査企画部門を新設し、質の高い情報分析を行
い、提報等を最大限活かせるような体制整備を行った。さら
に、入国管理局ホームページにおいてメールによる情報受付
を開始し、情報を提供しやすい環境を整備イ入管法違反外国
人の集中摘発の実施等
　平成１６年度においては、入国警備官を全国規模で動員し
て、不法滞在者が集中する地域や全国の主要な繁華街を縦断
的に摘発するなどの集中摘発を実施した結果、平成１６年４
月１９日から６月１８日までの間、当局の集中摘発としては
史上最高の1,699人を摘発した。１０月１３日から１１月５
日までの間、近畿・東海地区において集中摘発を実施し、
348人を摘発した。



基準年次 達成年次
政策名

目標
分類

達成すべき目標
(基本目標･達成目標)

測定指標 評価の結果測　　定　　結　　果　　等
指標
分類

目標値
目標期間政策

番号
政策手段

目標設定の考え
方及びその根拠

〔評価総括〕
○平成１２年３月に策定
された第２次出入国管理
基本計画において、強力
かつ効率的な不法滞在者
対策を実施することとし
ていたところ、全国の空
港等に最新鋭の偽変造文
書鑑識機器を配備し十分
に活用した結果、出入国
審査時に発見した偽変造
文書発見件数が大幅に増
加し、入管法違反者の入
国阻止に効果があったも
のと考えられることか
ら、入国審査を行う上
で、効果があった。ま
た、強力かつ効果的な不
法滞在者対策を実施する
ために、不法滞在事犯の
取締り（摘発・収容・送
還）の強化に必要な要員
の確保・充実及び収容施
設の拡充・整備等の体制
強化を進めるとともに、
入国警備官を全国規模で
動員して、不法滞在者が
集中する地域等で摘発を
行った結果、不法滞在者
数が継続的に減少してい
ることから、不法滞在者
対策として有効であった
ものと評価できる。

ウ円滑な送還
　東京入国管理局に違反調査・摘発業務要員３６人、退去強
制事由に該当するか否かを審査する違反審査要員７人、収容
場の処遇業務要員６人、成田空港等への護送等執行業務要員
８人、新宿出張所における違反調査・摘発業務要員３１人を
増員した。また、名古屋入国管理局中部空港支局に空港開設
に伴って、収容場が設置されたことから、監視・執行業務要
員１０人を増員し、一層強力な退去強制業務処理体制を構築
した。
(3) 不法就労外国人対策キャンペーン月間の実施
　平成１６年６月１日から同月３０日までの１か月間を「不
法就労外国人対策キャンペーン月間」と定め、関係省庁、地
方自治体、関係団体に対して、外国人の不法就労防止に向け
た協力を依頼するとともに、主要な空・海港における外国人
に対する啓発、街頭・巡回広報による啓発、在日外国大使館
及び在外日本公館を通じて啓発等の広報を行った。また、平
成１６年６月には、政府の「外国人労働者問題啓発月間」が
設定され、外国人労働者問題に関する国民の理解の促進が図
られているところ平成１５年度に引き続き、警察庁、厚生労
働省、法務省の担当課長で構成される「不法就労外国人対策
等協議会」は、経済４団体に対し、傘下の事業主に対する適
正な外国人の雇用に関する指導と啓発を行うよう要請した。



基準年次 達成年次
政策名

目標
分類

達成すべき目標
(基本目標･達成目標)

測定指標 評価の結果測　　定　　結　　果　　等
指標
分類

目標値
目標期間政策

番号
政策手段

目標設定の考え
方及びその根拠

○不法残留者数は２０万
人を超えており、依然と
して高水準にあるほか、
不法滞在外国人による凶
悪犯罪などが発生してい
る中で、我が国社会の安
全を求める国民の期待に
応えるためにも、これら
外国人を確実に排除して
いく必要がある。
○入国管理局としては限
られた人員でより効果的
な取締りの実現を目指し
効率的な退去強制手続の
ための制度を検討してい
くとともに、情報管理と
その情報の駆使及び関係
機関との協力強化等によ
り、一層強力かつ効果的
な不法滞在者対策を推進
していく必要がある。

(4) 水際対策の実施
ア　偽変造文書対策の強化
　出入国審査時における偽変造文書対策を一層強化するた
め、平成１１年４月東京入国管理局成田空港支局に、平成１
２年４月大阪入国管理局関西空港支局に偽変造文書対策室を
それぞれ設置し、平成１７年２月に名古屋入国管理局中部空
港支局にも設置し、また、これらの組織を拠点として、全国
の空海港で出入国審査において行使された旅券等の文書鑑識
のほか、入国審査官、入国警備官に対する文書鑑識研修を実
施し、職員の鑑識能力の向上を図った。平成１６年度には、
旅券の印刷等に使用されたインクの成分等を分析するため、
様々な波長の光を当てて検査する機器にパソコンを一体化さ
せて文書鑑識機能が向上した最新鋭機器である分光光度計を
新たに成田、関西、中部及び福岡空港に配置した。
イ　出入国審査体制の強化
　上陸口頭審理及び偽変造文書鑑識業務の支援要員として、
東京入国管理局成田空港支局に入国審査官２人、大阪入国管
理局関西空港支局に入国審査官４人、出入国審査業務要員と
して、札幌入国管理局、大阪入国管理局舞鶴出張所及び広島
入国管理局境港出張所にそれぞれ入国審査官４人、中部国際
空港の開港に伴い、名古屋入国管理局中部空港支局の体制整
備として、入国審査官を５２人増員し、一層強力な出入国審
査業務体制を構築した。
ウ　パトロールの強化
我が国において空港内のトランジットエリアを悪用し、米国
等第三国への不法入国を試みる者及び第三国への不法入国を
試みる者を幇助する者が後を絶たず、これらの者に対する厳
格な取扱いが、国際組織犯罪、テロ対策上喫緊の課題となっ
ていることから、平成１４年度から、成田空港及び関西空港
においてトランジットエリアにおけるパトロールを強化し、
平成１６年度においても引き続き、同エリアでの偽変造文書
行使事案等悪質な事案の発見・防止を図っている。



基準年次 達成年次
政策名

目標
分類

達成すべき目標
(基本目標･達成目標)

測定指標 評価の結果測　　定　　結　　果　　等
指標
分類

目標値
目標期間政策
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政策手段

目標設定の考え
方及びその根拠

Ｐ 平成16年
度

平成20年
度

（達成目標）
訟務部門が処理する本訴事件
の第１審の訴訟手続をすべて
２年以内に終了させる。

Ｐ 判決により終了
した本訴事件の
第１審のうち、
審理期間が２年
以内であったも
のの率

Ｐ 100% －

○訟務事務担当職員の育
成と人的・物的資源の充
実強化等の体制整備のた
めの各種施策を実施する
とともに、所管行政庁等
との協力関係の一層の充
実・強化を図るための各
種施策を実施する必要性
がある。

○訴訟対応につ
いての各府省事
務次官あて法務
事務次官通知
○冊子の作成配
布

２－
（４）
－①

国の利害に関係の
ある争訟の処理

（基本目標）
訟務部門が処理する本訴事件を
適正・迅速に処理することによ
り、国民の期待にこたえる司法
制度の実現に寄与する。

○訟務組織が処理する本案訴訟で平成１６年度中に地方裁判
所で言渡しのあった第１審判決1、101のうち、訟務組織が訴
状の送達等を受け、又は提訴してから判決言渡しまでの期間
が２年以内のものの数は、859で、その率は78.0％であり、
平成１５年度に比し6.3ポイント上昇した。

○本案訴訟で平成１６年
度中に地方裁判所で言渡
しのあった第１審判決
1、101のうち、訟務組織
が訴状の送達等を受け、
又は提訴してから判決言
渡しまでの期間が２年以
内のものの数は、859
で、その率は78.0％であ
り、平成１５年度に比し
6.3ポイント上昇した。
これは、目標達成に影響
を及ぼす可能性のある外
部要因が存することか
ら、訟務組織の講じた施
策が直ちに反映された結
果であるとは即断し難い
が、平成１６年度に講じ
た施策である準備書面作
成支援システムの充実等
による事務の効率化、各
種会議等における担当職
員への周知徹底、平成１
５年度に講じた施策であ
る所管行政庁等に対する
裁判の迅速化に関する法
律及び改正民事訴訟法の
留意点をまとめた小冊子
の配布による裁判の迅速
な訴訟対応への協力要請
等の成果もポイント上昇
に寄与しているものと思
われ、各施策は有効で
あったと考えられる。



基準年次 達成年次
政策名

目標
分類

達成すべき目標
(基本目標･達成目標)

測定指標 評価の結果測　　定　　結　　果　　等
指標
分類

目標値
目標期間政策

番号
政策手段

目標設定の考え
方及びその根拠

Ｃ

Ｐ

Ｐ

実施件数
（件）

参加者数
（人）

実施件数
（件）

参加者数
（人）

34 5,180 59 5,168

1,377 17,471 1,280 18,104

71 1,980 86 2,536

31 2,911 49 2,998

1,513 27,542 1,474 28,806

Ｐ

Ｐ

Ｐ Ｐ

Ｐ

法務省の業務紹
介ビデオの貸出
し件数（上映件
数）

（達成目標５）
　法務省の業務紹介ビデオの
貸出件数（上映件数）が増加
する。

（達成目標４）
　法務省広報誌(「法務省だ
より・あかれんが」）の一般
読者数が増加する。

法務省広報誌
(「法務省だよ
り・あかれん
が」）の国民等
への配布数

２－
（５）
－①

広報活動の推進

（達成目標１）
　法務省ホームページのアク
セス件数が増加する。

○ホームページの改訂や
広報誌の発刊については
最新情報の掲載やわかり
やすい紙面の工夫等を
行った結果、アクセス件
数の増加及び配布部数の
増加が見られ、広報活動
の推進として有効であ
る。

○法務省ホーム
ページの改定
○法の日週間に
おける各種行事
の実施
○法務省見学者
への対応を拡充
○法務省広報誌
の国民等への配
布
○法務省の業務
紹介ビデオの貸
出し、上映

対前年度
増

対前年度
増

対前年度
増

対前年度
増

上映（件）

－

区分

公判傍聴・見学
会等

その他

法律・法務行政
相談

座談会・講演会

区　　　分

Ｈ15年度

69,873

18,785

Ｈ16年度

20,687

Ｈ15年度

79 69

Ｈ15年度

959

806

Ｈ15年度

ホームページ改訂件数
（件）

3,276,684

区　　　分

826

受入件数（件）

貸出し（件）

区　　　分

見学者数（人）

配布数（部）

（達成目標２）
　法の日週間への参加国民数
が増加する。

法の日週間の広
報・各種行事の
実施件数、参加
国民数

Ｐ

法務省ホーム
ページの改訂件
数、アクセス件
数

Ｐ

（基本目標）
　国民等が、法務省の活動を理
解できるようにする。

対前年度
増

区　　　分

Ｈ16年度

○法の日週間における各
種行事の実施、法務省見
学者への対応及び法務省
の業務紹介ビデオの貸出
し・上映については前年
度より件数等が減少して
いるが、これは、平成１
６年５月２１日に「裁判
員の参加する刑事裁判に
関する法律」が成立し、
広く国民に対して制度の
趣旨及び概要を周知する
ことが喫緊の課題であっ
たことから、裁判員制度
を題材とした座談会・講
演会等の行事を重点的か
つ精力的に行ったことに
よるものである。
○今後も法務行政全般に
関する理解を得るため広
報活動を推進していくこ
とが必要である。（な
お、特に広く国民等に対
して積極的に広報を行う
必要のある裁判員制度の
理解・興味を深めること
は重要である。）Ｈ16年度

70,648

Ｈ16年度

638

Ｈ15年度

ホームペ－ジアクセス
件数（件）

3,154,468

平成16年度

（達成目標３）
　法務省見学者が増加する。

法務省見学の申
込みの受入件
数、見学者数

Ｐ

合計

1,009 1,074

Ｈ16年度
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Ｃ

Ｐ 研修の実施件数 Ｐ 7回

研修への参加人
員

Ｐ 117人

（達成目標２）
国際的な刑事司法の現状や実
態の分析により、刑事司法運
営のより効果的な方策を探求
するための国際会議の開催

Ｐ 国際会議の開催
回数

Ｐ 1回 ○国際会議の開催の達成
率100％
刑事司法専門家23名が出
席し、刑事司法の現状及
び効果的対策につき会議
を開催したもので、各国
の刑事司法運営及び国際
協力のより効果的な方策
探求に貢献した。また、
平成１７年度に開催の
「犯罪防止及び刑事司法
に関する第１１回国際連
合会議（コングレス）」
を控え、その準備につい
ても議論した。

国際会議への参
加人員

Ｐ 40人

（達成目標３）
国連の犯罪防止施策の強化に
協力するための国際会議への
参加

Ｐ 国際会議への参
加回数

Ｐ 2回

国際会議への参
加人員

Ｐ 4人

○国際研修・セ
ミナーの実施
○国際会議の開
催
○国際会議への
参加

－

研修への参加人数　168人

刑事司法専門家会議を開催

国際会議の参加人員　23人

国際会議への参加回数　1回

国際会議への参加人員　2人

○国際会議への参加回数
の達成率50％、国際会議
への参加人員の達成率
50％
平成１６年５月に開催さ
れた「第１３回国連犯罪
防止刑事司法委員会」に
参加し、国連の犯罪防止
施策の強化に協力・貢献
することができた。な
お、参加を予定していた
国連刑事司法関係機関長
会議は開催が延期され
た。

研修の実施件数　9回

○研修の実施件数の達成
率128.6％、研修の参加
人員の達成率143.6％
本事業においては、アジ
ア・太平洋諸国等の支援
対象国からのニーズに応
えた国際研修を実施し、
これら同国らの刑事司法
に携わる者の知識や経験
等の涵養に貢献した。

２－
（５）
－⑤

国際連合に協力し
て行う研修、研究
及び調査の推進

（達成目標１）
　犯罪の防止及び犯罪者の処
遇の分野並びに少年非行の防
止及び非行少年の処遇の分野
に関する刑事司法運営の改善
及び国際協力推進のための国
際研修・セミナーの実施

（基本目標）
開発途上国における刑事司法運
営が効率的になされるようにな
る。

平成16年度



基準年次 達成年次
政策名

目標
分類

達成すべき目標
(基本目標･達成目標)

測定指標 評価の結果測　　定　　結　　果　　等
指標
分類

目標値
目標期間政策

番号
政策手段

目標設定の考え
方及びその根拠

Ｃ

（達成目標１）
開発途上国などの法制の維
持・整備に従事する者に対す
る国際研修の実施

Ｐ 研修の実施件数 Ｐ 8回 －

研修への参加人
員

Ｐ 82人

（達成目標２）
諸外国の法制等の調査研究の
実施

Ｐ 諸外国への調査
職員の派遣件数

Ｐ １回 ○職員の派遣件数の達成
率100％
当初の計画どおり支援対
象国の法制度及びその運
用の実態について調査を
実施し、国際研修を含む
今後の法整備支援の計画
立案等に必要な情報が得
られた。

諸外国からの研
究員の招へい件
数

Ｐ ５人 ○研究員の招へい件数の
達成率100％
当初の計画どおり、ベト
ナムから最高人民検察院
次長検事ほか１名を招へ
いし，訴訟制度及び検察
官制度に関する比較研究
を行ったほか、アジア・
太平洋諸国の法制比較研
究の一環として、国際協
力部が起草支援に寄与し
た法案の中で初めて法律
として成立したベトナム
民事訴訟法について、同
法起草の最高責任者であ
るベトナム最高人民裁判
所から副長官ほか２名を
招へいし、民事訴訟法制
度に関する比較研究を行
い、支援対象国の法制度
の起草と運用に関する現
状と問題点について、今
後の法整備支援に資する
有用な情報が得られた。

○国際研修の実
施
○諸外国の法制
等の調査研究の
実施
○国際専門家会
議の開催

○研修の実施件数の達成
率100％、研修の参加人
員の達成率118.3％
本事業においては、ベト
ナム、ラオス等の支援対
象国からの個々のニーズ
にこたえた国際研修を実
施し、各国の法制の維
持・整備に従事する者の
知識や経験等の涵養に貢
献したものと認められ
る。

諸外国からの研究員の招へい件数５人

２－
（５）
－⑥

法制の維持及び整
備に関する国際協
力の推進

研修への参加人員合計　97人

諸外国への調査職員の派遣件数１件１名

国際研修の実施回数　８回（延べ199日）

（基本目標）
支援対象国の民商事法分野にお
ける法制が維持・整備されるよ
うになる。

平成16年度



基準年次 達成年次
政策名

目標
分類

達成すべき目標
(基本目標･達成目標)

測定指標 評価の結果測　　定　　結　　果　　等
指標
分類

目標値
目標期間政策

番号
政策手段

目標設定の考え
方及びその根拠

（達成目標３）
法整備支援の現状とその対応
策に関する国際専門家会議の
開催

Ｐ 会議の開催回数 Ｐ 1回

会議への参加人
員

Ｐ 71人

（注）法務省から送付された「平成16年度法務省事後評価実施結果報告書」に基づき当省が作成した。

○国際専門家会議の開催
の達成率100％　参加人
員の達成率143.7％
当初計画どおり開催し、
参加人員は当初の計画を
超えるものとなった。会
議の内容は、ベトナムの
民事訴訟法起草支援に関
する日越各責任者からの
貴重な情報提供が行われ
たほか、国内の法整備支
援機関が行う支援の現状
についての情報交換がな
され、法整備支援関係機
関の協調の必要性を再確
認するなど、今後の法整
備支援の在り方について
活発な議論が交わされ、
本政策の基本目標達成の
ための意見、情報交換の
場として、極めて有意義
な会議となった。

法整備支援連絡会を開催

参加人員102人



【別添２】

記　　載　　事　　項

　評価書の記載順に従って番号を記入した。

　評価の対象とされた政策の名称、目的等を記入した。

　政策目的の実現のために具体的に講じる手段を記入した。

　政策の実施により得ようとする政策効果を記入した。

｢効果の達成見込みの根拠｣欄
　政策の実施により「得ようとする効果」が実際に得られる見込みについて、それがどの程度確実なものなのか、その
根拠（確からしさ）が評価の過程でどのように検証されたのか整理して記入した。

「分類」欄

　「得ようとする効果の達成見込みの根拠」の内容について、推論及び比較・推計・実験のうち該当する部分を記入し
た（複数もあり得る。）。
「推論」　定性的な説明等により、得ようとする効果が実際に得られると見込まれることを説明している。
〈その他の検証方法（例示）〉
「比較」　過去の同種類似の政策の実施等により得られた効果、実績等を基に、今回の政策の実施により得ようとする
　　　　効果が実際に得られると見込まれることを帰納的に根拠付けている。
「推計」　定量的なデータの集計・分析等に基づき、当該政策の実施により得ようとする効果が実際に得られると見込
　　　　まれることを一定の手法により算出して根拠付けている。
「実験」　実験や研究の結果に基づき、当該政策の実施により得ようとする効果が実際に得られると見込まれることを
　　　　実証的に根拠付けている。

　以下に該当するものについて記入した。
「必要性」　当該政策の実施を明確に位置付けている法令、閣議決定等の政府方針に基づいていることが記述されてい
　　　　　るもの
「効率性」　当該政策の実施に要する費用等と当該政策により得られると見込まれる政策効果との関係について分析が
　　　　　試みられているもの

　事後に検証を予定している場合に、その検証を実施する時期を記入した。

　事後の検証を予定している場合に、政策の実施後に実際に得られた効果をどのように把握・測定するのかを記入し
た。

「手段」欄

「得ようとする効果」欄

「有効性」欄

政策評価審査表（事業評価（事前）関係）

（説　明）
　本審査表は、公表された法務省の「平成17年度法務省事前評価実施結果報告書」に基づき総務省の責任において整理したものである。
　各欄の記載事項については以下のとおりである。

「整理番号」欄

「政策（名称、目的等）」欄

欄　　　名

「効果の把握の方法」欄

「必要性及び効率性に関する特記事項」欄

「検証を行う時期」欄



効果の達成見込みの根拠 分類

１

高崎法務総合庁舎新営工事 施設整備

【平成18年度概算要求額】
記載なし
【事業期間】
記載なし

＜調査費要求＞

○検察業務の質的・量的変
化への対応
○地域との調和
○業務の効率化・処遇改善
○環境負荷の低減
○フレキシビリティの向上

　当該施設を整備する
ことにより、老朽化、
狭あい等の従来施設の
不都合が解消されるこ
とから、効果の達成は
可能と判断

施設使用後
５年経過後
実施
(大臣官房
施設課にお
ける事業評
価システム)

　現状と整備後の
施設機能の比較を
行い効果を把握

２

伊丹法務総合庁舎新営工事 施設整備

【平成18年度概算要求額】
記載なし
【事業期間】
記載なし

＜事業費要求＞

○検察業務の質的・量的変
化への対応
○行政サービスの向上

　当該施設を整備する
ことにより、老朽化、
狭あい等の従来施設の
不都合が解消し、他官
署の統合受入れに対応
できることから、効果
の達成は可能と判断

施設使用後
５年経過後
実施
(大臣官房
施設課にお
ける事業評
価システム)

　現状と整備後の
施設機能の比較を
行い効果を把握

３

宮崎法務総合庁舎新営工事 施設整備

【平成18年度概算要求額】
記載なし
【事業期間】
記載なし

＜事業費要求＞

○検察業務の質的・量的変
化への対応
○行政サービスの向上

　当該施設を整備する
ことにより、老朽化、
狭あい等の従来施設の
不都合が解消し、他官
署の統合受入れに対応
できることから、効果
の達成は可能と判断

施設使用後
５年経過後
実施
(大臣官房
施設課にお
ける事業評
価システム)

　現状と整備後の
施設機能の比較を
行い効果を把握

政策評価審査表(法務省)

整理
番号

政　　策
（名称、目的等）

効果の把握
の方法

有効性 検証を
行う時期

必要性及び効率性
に関する特記事項

【必要性】
以下についての評
点が100点以上と
いう基準を満たす。
○事業の緊急性
検察庁：100点
拘置支所：110点
○計画の妥当性
検察庁：133点
拘置支所：100点

手　　段 得ようとする効果

【必要性】
事業の緊急性(119
点)、計画の妥当性
(121点)についての
評点が100点以上
という基準を満たす
【効率性】
費用対効果3.7

【必要性】
事業の緊急性(102
点)、計画の妥当性
(133点)についての
評点が100点以上
という基準を満たす
【効率性】
費用対効果3.5

　新営の必要に迫られている
法務総合庁舎を整備し、業
務効率の改善、利用者への
サービス向上を図る。

　新営の必要に迫られている
法務総合庁舎を整備し、業
務効率の改善、利用者への
サービス向上を図る。

　新営の必要に迫られている
法務総合庁舎を整備し、業
務効率の改善、利用者への
サービス向上を図る。



効果の達成見込みの根拠 分類

整理
番号

政　　策
（名称、目的等）

効果の把握
の方法

有効性 検証を
行う時期

必要性及び効率性
に関する特記事項

手　　段 得ようとする効果

４

島根あさひ社会復帰促進センター
整備事業

施設整備

【平成18年度概算要求額】
記載なし
【事業期間】
記載なし

＜事業費要求＞

○地域との調和
○業務の効率化・処遇改善
○環境負荷の低減
○フレキシビリティの向上

　当該施設を整備する
ことにより、既存施設
における過剰収容やそ
れに伴う処遇環境の悪
化等が解消されること
から、効果の達成は可
能と判断

施設使用後
５年経過後
実施
(大臣官房
施設課にお
ける事業評
価システム)

　現状と整備後の
施設機能の比較を
行い効果を把握

５

小田原少年院新営工事 施設整備

【平成18年度概算要求額】
記載なし
【事業期間】
記載なし

＜調査費要求＞

○地域との調和
○業務の効率化・処遇改善
○環境負荷の低減
○フレキシビリティの向上

　当該施設を整備する
ことにより、老朽化、
狭あい等の従来施設の
不都合が解消されるこ
とから、効果の達成は
可能と判断

施設使用後
５年経過後
実施
(大臣官房
施設課にお
ける事業評
価システム)

　現状と整備後の
施設機能の比較を
行い効果を把握

【必要性】
事業の緊急性(100
点)、計画の妥当性
(110点)についての
評点が100点以上
という基準を満たす
【効率性】
費用対効果1.7

（注）「平成17年度法務省事前評価実施結果報告書」に基づき当省が作成した。

【必要性】
事業の緊急性(115
点)、計画の妥当性
(121点)についての
評点が100点以上
という基準を満たす

　刑務所における著しい過剰
収容状態とそれに伴う処遇環
境の悪化等を速やかに緩和、
解消し、適正な収容状態を確
保するため、新たな刑務所をＰ
ＦＩ方式により整備する。

　老朽・経年による機能不備を
解消し、現行法令に適合した
施設に改築することにより、国
民の安全の確保、治安の維持
及び青少年教育の向上に寄
与する。




